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平成２９年９月１日（金曜日）第３回定例会 
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   議事日程第２号       第３回定例会 

   平成２９年９月１日（金）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○内藤 明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第２号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○内藤 明議長 日程第１、これより一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。質問時間は、１議

員につき答弁時間を含め60分以内となっており

ますので、質問者は要領よくかつ有効に進行さ

れますようお願いいたします。 

  この際、執行部におきましても、答弁者は質

問者の意をよく捉えられ、簡潔にして適切に答

弁されるよう要望いたします。 

 

 一般質問通告書   

 平成２９年９月１日（金）                        （第３回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１ 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

高齢者支援対策の

強化について 

 

 

 

 

健康長寿のまちづ

くりについて 

 

 

（１）支援体制の現状について 

（２）支援するためのボランティアの確

保について 

（３）認知症サポーターの育成について 

（４）特別養護老人ホームについて 

（５）免許返納者への移動支援について 

（１）本市のがん検診受診率の現状につ

いて 

（２）がん検診受診率向上のための対応

について 

７番 

太 田 芳 彦 

市 長 

 

 

 

 

 

市 長 

病院事業管理者 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

 

 

 

 

 

 

 

（３）２次検診の受診率について 

（４）国保利用以外の受診率について 

（５）本市のがんによる死亡割合につい

て 

（６）市立病院での検診事業について 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

魅力ある子育て支

援について 

 

 

 

 

 

 

 

（１）さがえ未来創成戦略策定から現在

までの本市への移住・定住の状況に

ついて 

（２）低年齢児、０歳児の入所状況につ

いて 

（３）保育所の入所状況について 

（４）子どもが遊ぶ環境の整備について 

（５）小児科設置について 

（６）計画的な保育施設の整備について 

３番 

佐 藤 耕 治 

市 長 

病院事業管理者 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

６ 

美しい景観と豊か

な自然環境を守

り、市民に潤いと

安らぎをもたらす

快適な生活環境の

保全について 

 

「日本一さくらん

ぼの里さがえ」の

活力と交流を創成

する元気いっぱい

のまちづくりにつ

いて 

スポーツで流す汗

が輝き、笑顔の花

咲く魅力あるスポ

ーツ振興のまちづ

くりについて 

（１）環境基本計画に基づく総合的施策

の進捗状況について 

（２）山間部や河川敷、道路沿いの耕作

放棄地などへの不法投棄撲滅対策に

ついて 

（３）リユース（再利用）・リメイク

（再製作）活動推進について 

（１）さくらんぼの収穫期の労働力確保

の現状と課題について 

（２）果樹収穫等農業労働賃金の実態と

の乖離解消について 

 

 

（１）「みどりの基本計画策定」と寒河

江公園整備について 

（２）市陸上競技場と市野球場整備の検

討状況について 

（３）チェリーランド再整備計画につい

て 

４番 

渡 邉 賢 一 

市 長 

 

 

 

 

 

 

市 長 

農業委員会会長 

 

 

 

 

市 長 

教 育 長 

７ 

 

 

有害鳥獣対策につ

いて 

 

（１）本市における熊・猪・カラス等の

被害状況について 

（２）今後の対応策について 

１３番 

杉 沼 孝 司 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

 

９ 

 

 

 

 

耕作放棄地と荒廃

農地について 

 

 

 

薬用作物産地化推

進事業について 

 ア 熊について 

 イ 猪について 

 ウ カラスについて 

 エ カラスの個体数調整について 

（１）本市の現状について 

（２）耕作放棄地及び荒廃農地の要因に

ついて 

（３）今後の対応策について 

（４）健康食品栽培等への活用について 

（１）事業の内容について 

（２）これまでの経過と現状について 

（３）今後の取り組みについて 

 

 

 

 

市 長 

農業委員会会長 

 

 

 

市 長 

 

１０ 

 

 

 

１１ 

危機管理について 

 

 

 

学校教育について 

（１）Ｊアラートの点検結果について 

（２）防災無線の有効活用について 

（３）防災マップの地域説明会の実施に

ついて 

（１）イングリッシュ・デイの実施結果

と今後の課題について 

（２）ＬＧＢＴの現状と対応について 

（３）小中学校の在り方検討について 

５番 

伊 藤 正 彦 

市 長 

 

 

 

教 育 長 

１２ 

 

 

 

 

 

１３ 

多面的機能支払制

度について 

 

 

 

 

子育て支援につい

て 

（１）登録団体数について 

（２）該当耕作地の割合について 

（３）実績について 

（４）主な活動内容について 

（５）制度面での課題について 

（６）今後の見通しについて 

（１）手足口病について 

 ア 市内の状況について 

 イ 感染児の保育園通園等の扱いにつ

いて 

（２）市内の子どもの虫歯の状況につい

て 

 ア ３歳児までの状況について 

 イ その要因について 

（３）ロタウイルスの予防接種状況につ

いて 

２番 

古 沢 清 志 

市 長 

 

 

 

 

 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

 ア 受診率の向上について 

 イ 利用者負担額の軽減について 

 

 

太田芳彦議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号１番、２番について、

７番太田芳彦議員。 

○太田芳彦議員 おはようございます。 

  お盆も過ぎまして、９月議会が終わらないう

ちに寒河江まつりが始まるわけでありますが、

月日のたつことの早さを身をもって感じている

ところであります。 

  私もおかげさまで２期３年を迎えましたが、

あれもしなければ、これもしなければと気持ち

だけが先行して、議員活動に専念しております

が、果たしてそれが市民の皆様のためになって

いるのかと考えたときに、まだまだ頑張らなけ

ればとの思いを強くしているきょうこのごろで

あります。 

  それでは、通告番号１番、高齢者支援体制の

強化について、何点か質問をさせていただきま

す。 

  第６次寒河江市振興計画全般にわたってお聞

きすればよいのでしょうが、余りにもエリアが

広過ぎますので、今回は何点かに絞って質問を

させていただきます。 

  初めに、第３章元気に安心してくらせるまち

の第２節、高齢者支援対策の強化についてお聞

きしたいと思います。 

  計画書の現状と課題の中にも書いてあります

が、高齢者の増加に伴う要介護認定者数の上昇

を抑えるため介護予防をさらに推進するとあり

ますが、そもそも介護予防とは、介護が必要に

なることをできるだけおくらせ、介護されるよ

うになってからはその状態を維持、改善して悪

化させないようにすることとされています。 

  また、介護保険は高齢者の自立支援を目指し

ており、一方で国民みずからの努力についても

介護保険法第４条国民の努力及び義務において

「国民は、自ら要介護状態となることを予防す

るため、加齢に伴って生じる心身の変化を自覚

して常に健康の保持増進に努めるとともに、要

介護状態となった場合においても、進んでリハ

ビリテーションその他の適切な保健医療サービ

ス及び福祉サービスを利用することにより、そ

の有する能力の維持向上に努めるものとする」

と規定されています。 

  また、第115条の45では、地域支援事業にお

いて、可能な限り、地域において自立した日常

生活を営むことができるよう支援するため、地

域支援事業を行うものとするとされています。 

  介護予防は、高齢者が可能な限り自立した日

常生活を送り続けていけるような地域づくりの

視点が重要である。そして、介護予防とは、単

に高齢者の運動機能や栄養状態といった個々の

要素の改善だけを目指すものではなく、むしろ

これら心身機能の改善や環境調整などを通じて、

個々の高齢者の生活機能、活動レベルや参加、

役割レベルの向上をもたらし、それによって一

人一人の生きがいや自己実現のための取り組み

を支援して生活の質の向上を目指すものであり、

これにより国民の健康寿命をできる限り延ばす

とともに、真に喜ぶに値する長寿社会を創生す

ることを介護予防は目指しているのです。その

意味では、運動機能、機能向上などの個々のサ

ービスは、あくまでも目標達成のための手段に

すぎないのであって、それが自己目的化するこ

とはあってはならないのです。 

  そこで、介護予防におけるケアマネジメント

の役割が重視されている介護予防ケアマネジメ
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ントでは、利用者の生活機能の向上に対する意

欲を促し、サービス利用後の生活をわかりやす

くイメージしてもらうことが重要です。すなわ

ち、いつまでにどのような生活機能ができると

いう形の本人の目標がまずあって、それに到達

するための手段として個々のサービス要素が選

択される。 

  一方、介護予防の対象となる高齢者は、既に

心身の機能や生活機能の低下を経験しており、

しかも自分の機能が改善するはずはないといっ

た誤解や諦めを抱いている者、鬱状態などのた

めに意欲が低下している者も少なくないと考え

られます。 

  そこで、介護予防にかかわる専門職において

は、利用者の意欲の程度とその背景を配慮した

上で、積極的な働きかけを行うことが求められ

ていると定義づけておりますが、まず初めに、

本市の高齢者への支援体制で、介護予防に関し

て現在どのような事業を行っているのかお尋ね

いたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  太田議員からは高齢者支援対策の強化という

ことでお尋ねをいただきましたが、高齢者の皆

さんがいつまでも地域の中で元気に暮らしてい

けるようにしていくというのは、極めて基本的

なことで大変重要なことだというふうに思って

おります。 

  そういったことで、市といたしましては、高

齢者の方が生きがいを持って集まれる場所、さ

らにはそれを支援する人々を数多くふやしてい

く、そして高齢者の皆さんが介護を必要とせず

に元気でいたいという思いを持って、楽しみな

がら活動を続けていける、そういう元気な地域

づくりを目指して、今各般の施策を展開してい

るところでございます。 

  一般介護予防事業の主なものを申しあげます

と、町内会単位で月に１ないし２回の開催であ

りますけれども、さまざまな工夫をしながら活

動するふれあい元気サロン、これは45カ所で行

っております。 

  さらに、膝の痛みや腰痛のある方に理学療法

士が専門的な指導を行う膝腰らくらく教室など

というのもやっております。また、認知機能向

上を目的に運動やレクリエーションなどを行う

脳の元気アップ教室、さらには運動機能維持向

上を目的に運動指導を行うさわやか運動教室、

いきいき健康教室など、いろんな教室を展開し

て実施をしております。 

  加えまして、平成27年度から地域の高齢者の

方が週に１回集まってみんなで元気になれるよ

うにしていくいきいき100歳体操を行う自主グ

ループを育成しております。現在は８カ所に広

がってきているというところでございます。 

  さらに、こうした活動や自分の地域などの活

動に参加支援を行っていただく、要するに介護

予防サポーターの育成というものも力を入れて

いるところでございまして、養成講座を修了し

た27名の方がいらっしゃいますが、27名の方か

ら高齢者の介護予防活動の支援ということを積

極的に行っていただいている、そういう状況で

ございます。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 御答弁ありがとうございます。 

  いろんなおじいちゃん、おばあちゃんを対象

にしてサロン等をやってもらっているというこ

とでございますけれども、こういうふれあい元

気サロン、脳の元気さわやか、いきいき100歳

体操、こういうものは市で補助とか何か募集し

たりとかなんかやっての活動なんでしょうか、

お尋ねします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 もちろん市が直接やっている事

業もありますし、また地域の中で実施をしてい

ただいているのに補助などさまざまな支援をし

ている事業などもあるわけでありますし、また
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そういう開催についても市報などで御案内をし

たり、あるいは地域の中で回覧をして募集をし

て実施をしているというケースがあると、いろ

んなケースがあるというふうに思います。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 先ほどの答弁で、本市でも27名

の介護サポーターというものが誕生したという

か、研修を受けてなられたということでござい

ます。この辺は、そうですね、やっぱり今の時

代、サポーター的な人がいないとなかなかこう

いう事業も進まないと思いますので、この辺は

充実したサポーターを養っていただきたいと思

います。 

  せっかくの機会でありますので、７月12日か

ら14日まで、徳島県へ無会派の視察研修に行っ

た際の徳島県上勝町の事業取り組みを紹介させ

ていただきます。 

  上勝町は徳島中心部から車で約１時間ほどの

場所に位置しており、人口は1,662名、823世帯、

高齢者比率が51.5％と過疎化と高齢化が進む町

です。 

  しかし、一方で全国でも有数の地域活性型農

商工連携のモデルとなっている町でもあります。

昭和56年に起きた寒波により、ほとんどのミカ

ンが枯死し、ミカンの売り上げが約半分となり

ました。農家は大打撃を受けたのだそうです。

この歴史的大災害を乗り切るため、軽量野菜を

中心に栽培品目をふやし、農業再編に成功した

とのことだが、特筆したいのは、町の半数近く

を占めるお年寄りが活躍できるビジネスはない

かと模索したところ、つまものビジネス、イコ

ール葉っぱビジネスが1986年にスタートしたと

のことでした。 

  葉っぱビジネスとは、つまもの、つまり日本

料理を美しく彩る季節の葉や花、山菜などを栽

培、出荷、販売する農業ビジネスのことです。

現在、つまものの種類は320以上あり、１年を

通してさまざまな葉っぱを出荷しています。 

  葉っぱビジネスのポイントは、商品が軽量で

きれいであり、女性や高齢者でも取り組めるこ

とです。現在の年商は２億6,000万円、中には

年収1,000万円を稼ぐおばあちゃんもいるとの

ことで、それを支えるのはパソコンやタブレッ

ト端末で見る上勝情報ネットワークからの情報

です。決まった数量を毎日出荷するのではなく、

おばあちゃんたちはパソコンやタブレットを駆

使し、上勝情報ネットワークから入る全国の市

場情報を分析して、みずからマーケティングを

行い、栽培した葉っぱを全国に出荷するのです。 

  上勝情報ネットワークでは、自分が町彩部会

で何番目の売り上げを上げているのかの順位が

わかるようになっているなど、農家さんのやる

気を出させるつぼをついた情報を提供している。

以前からマスコミ等で取り上げておりましたの

で、私も知ってはおりましたが、今回実際に現

場に足を運んでみますと、まさに百聞は一見に

しかずでございました。 

  西蔭幸代さん宅を訪問し、お話を聞くことが

できましたが、間もなく80歳を迎えるというお

ばあちゃんが元気で若々しく情熱を持ってお話

しされている姿に感動さえ覚えました。今の時

代、高齢化率にばかり目がいってしまいがちで

すが、何よりも健康寿命が第一と感じてまいり

ましたので、参考になればと報告させていただ

きました。 

  それでは、本題に戻ります。 

  高齢者を支援するためのボランティアの確保

が課題とのお話でありました。計画ができて、

まだ１年であります。具体的に、現在こんなふ

うに動いているとか、今後このような方法でや

っていきたいとかありましたら、ぜひお聞きし

たいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ボランティアについてのお尋ね

でございますけれども、ひとり暮らしなどの高

齢者、あるいは高齢者のみの世帯というのが大
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変ふえてきつつある、きているという状況の中

で、こうした高齢者の方が住みなれた地域で在

宅生活を継続していくためには、多くの多様な

生活支援の需要に応えていくという必要がある

わけでありますけれども、それを支えていくに

はやっぱりボランティアの方々、いわゆる地域

の大切な資源として重要な役割を果たしていく

というふうに期待をされていると認識をしてお

ります。 

  また、上勝町のお話もありましたが、高齢者

の方が社会貢献をしていく、社会参加をしてい

く、そのためにボランティアの方が役割を果た

していくなどというのは、高齢者の方にとって

も生きがいづくりにつながっていきますし、こ

れからの長寿社会にとって大変重要なことだと

いうふうに認識をしています。 

  先ほども申しあげましたが、高齢者の方が楽

しみながら活動できる元気な地域づくりを目指

して、介護予防サポーターがそのボランティア

活動、ボランティアとして活躍しているという

ことを申しあげたわけでありますけれども、そ

のほかにも市が指定をしております社会福祉施

設などでボランティア活動を行っていただいた

り、また市が開催する介護予防教室などに参加

するということで、ポイントが付与される元気

高齢者づくりポイント制度の登録をしていただ

いておりますが、いわゆる高齢者の方でありま

すけれども元気な高齢者ということで、逆にボ

ランティアなども手伝っていただけるというこ

とで、登録をしていただいているわけでありま

すが、それが442人に達しているということで、

そういうことを進めながら、今受け入れる施設

と、さらには利用者の拡大というものを進めて

いくことにさらに努力をしたいと思います。 

  また、市のボランティアセンターでは、もち

ろんボランティアをしたい方、あるいは持って

いる特技や趣味を生かしていきたいという方に

対して、ボランティアの紹介あるいは情報提供

を行っておりますし、このセンターと連携をし

ながら、さらにボランティア活動のための、そ

ういうボランティア活動に対する普及啓発、さ

らには人材の育成というものを図って組織化を

充実したり、あるいは住民組織による生活支援

サービスを提供など、一層推進をしていくとい

う努力を今しているところでございます。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございます。この第

６次振興計画ができてまだ１年でありますので、

何をする、かにをするというのもまだ固まって

いない状況かと思います。まして、ボランティ

アとなりますと、なかなかそれは簡単のようで

簡単でございませんので、ひとつその辺はじっ

くり考えて前に進んでいただきたいと思います。 

  次に、高齢者の４人に１人が認知症、またそ

の予備軍とのことで、他人事ではありませんが、

社会全体での認知症高齢者を支援していくとの

考えから、認知症サポーターの育成ということ

で頑張っておられるようで、私たち議員も講習

を受講いたしました。 

  そこで、目標に対して進捗はどのようになっ

ているのかお聞きしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市におきます認知症サポ

ーター養成者数ということでありますが、御案

内のとおり計画時には2,000人ということで、

それを平成37年度までに１万人にふやすという

ことでありますね。大変大きな目標で、今努力

をしているところでありますが、この８月末の

時点では、養成者数は4,041人ということでご

ざいます。28年度中には781人がふえていると

いう状況になっているところでございます。 

  この養成講座の受講者の方はもちろん、一般

市民の方、あるいは町内会などで地域の活躍さ

れている方のみならず、金融機関あるいは一般

企業の方なども幅広くなっております。 

  さらに、小学校や中学生向けの認知症サポー
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ター養成講座なども実施をして、できるだけ多

くの機会をつくって目標達成に努力をしていき

たいと思っております。 

  御指摘のとおり、社会全体で認知症の方を支

えていく仕組みづくりというのが大変重要であ

りますので、そういった意味で目標に向かって、

目標が結果ではありませんので、そういう目的

に向かってさらに一層頑張っていきたいと考え

ております。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 37年度までに１万人を考えてい

るということで、今結構な人数受講されている

と聞いて、こういうことは他人事でなくて、私

自身ですらいつなるかわからないといった中で、

やっぱり子供を含め若い人なり、お年寄り、そ

ういう人をみんなでやっぱり考えていかなけれ

ばならない大きな社会問題の一つだと思います

ので、この辺は大いに人数がやっぱり物を言う

んでしょうから、できるだけ多くの市民の方に

受講していただくことを切に望んでおります。 

  次に、特別養護老人ホームの現状についてお

尋ねしたいと思います。 

  特別養護老人ホームは、介護老人福祉施設と

も呼ばれておりまして、社会福祉法人や地方自

治体が運営する公的な施設です。皆さんが最初

にこの特養と呼ばれる施設をお探しになる方も

多いようですが、誰でもすぐに入居できるわけ

ではないんですね。入居の対象となる方は、要

介護３から５の認定を受け、常に介護が必要な

状態で、自宅での介護が困難な方、寝たきりや

認知症など比較的重度の方、緊急性の高い方の

入居が優先となります。そのため入居待ちの方

が非常に多く、全国の入居待機者数は約40万人

と言われています。入居までに早くて数カ月、

長い場合だと10年ほどかかることもあるとのこ

とですが、本市の入所待機者数の現状について

教えてください。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 現在の特別養護老人ホームの入

所待機者数についてお尋ねでありますが、７月

末の現在でございますけれども、要介護３から

５の在宅の方で、待機者として把握している方

は98名いるということでございます。そのうち

施設でのケアが必要な入所優先度が高い要介護

４と５の方は、56名ということになってござい

ます。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございます。私が予

想したよりは、まだ少ないかなというような気

がしましたけれども、やはり在宅でやるという

のは非常に大変ですし、一般の施設に入れると

いうのも、これはお金もかかることでございま

すので、できるだけこれを解消するようにひと

つ努力をお願いしたいと思います。 

  今の答弁を受けまして、98名、重度の方は56

名ということなんですが、この待機者数は本市

の場合、過去の事例から考えて何カ月待ちなの

か、何年待ちなのか、お尋ねいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市内の特別養護老人ホー

ムに平成27年度中に入所した方、67名いらっし

ゃいますけれども、この67名の方については、

平均で26カ月、28年度中に入所した方は63名い

らっしゃいますが、28年度は平均で25カ月の待

機月数となってございますけれども、御案内の

とおり29年度、特別養護老人ホーム２施設、58

床が開所をしてございます。そういった関係か

ら我々としては、この待機月数についてはまだ

調査をしておりませんが、大分短縮していくの

ではないかというふうに認識しております。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございます。 

  27年度が67名、28年度が63名おったというこ

とで、大体２年ぐらいの待機月数になるのかな

と今お聞きしたところでございますけれども、

ですが今回新たに58床新しい施設ができたとい
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うことで、まだそこは把握していないと。大分

この床数を見ますと大分緩やかになったのかな

みたいな気がしておりますけれども、本当にみ

んな在宅で見ている方は非常に大変な思いをし

てやっていると思いますので、できるだけ待機

者数が解消するように、そんな方向でひとつこ

れからもよろしくお願い申しあげたいと思いま

す。 

  次に、やはり利用する側から考えてみますと、

特養と老人ホームではお金のかかり方が違うか

らと口々におっしゃいますが、私も経験がない

ものですからお尋ねしますが、それぞれどれく

らいの費用が発生するのか教えてください。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 入所する場合、個室とか、ある

いは多床室というか１つの部屋にベッドが２つ

入る、３つ入るということでも、また入所され

る方の所得などの要件によっても違うわけであ

りますので、一概に何円と、こういうふうには

言えないわけですけれども、寒河江市内にある

特別養護老人ホームは一月の利用料金について

は、多床室で所得などが少ない要介護３の方で

あれば４万円ほどで入所できるというふうに聞

いておりますし、また逆にユニット型個室で所

得などが高い方については、要介護５の方であ

れば16万円ほどになっているというふうに聞い

ております。 

  一方、有料老人ホームの一月の利用料金につ

いては、これも所得要件によって違いますけれ

ども、所得などが少ない要介護３の方であれば

12万円から、また所得などが多い要介護５の方

で16万円ほどになっているというふうに聞いて

おります。これには、介護サービス料、おむつ

代等は入っておらず別途加算となっているとこ

ろでございます。 

  そのほかにサービスつきの高齢者向け住宅と

いうものがございますけれども、これについて

は、場所によって入居金というのがあるようで

ありますが、ないところもありますし、20万円

ぐらいまでのところがあるというふうに聞いて

おりますし、一月の利用料金については、食事、

食費込みで12万円から17万円ほどになっている

と聞いております。これについても、介護サー

ビス料、おむつ代などは別途加算されるという

ふうに聞いているところでございます。以上で

す。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございます。ですよ

ね、やっぱり負担の額は相当開きがあるようで

ございまして、やっぱり普通の施設より特養を

選んで、できるだけ出費を防ぎたいというのが

市民の皆さんの考えだと思いますので、この辺

も寒河江市本市でも特養の部分をふやしている

わけでございますので、何とか安く見てもらえ

るような、そんな仕組みをどんどん進めていた

だきたいと思います。 

  次に、振興計画の中にも特別養護老人ホーム

のニーズについてはさらに増加することが見込

まれることから、入所待機者解消のための整備

を進めるとありますけれども、今後の方向性に

ついて伺いたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 お尋ねの特別養護老人ホームな

どの基盤整備については、現在は第６期の介護

保険事業計画というものに基づいて実施をして

いる、進めているわけでありますが、これは一

応、３カ年の計画ですけれども、今年度で終了

します。来年度から新たな高齢者福祉計画第７

期の介護保険事業計画というものがスタートし

ますので、これから年度いっぱいかけて計画づ

くりを進めていくということになろうかと思い

ます。 

  そういった中で、特養の整備をどうしていく

かなどを検討していくということになりますが、

実際はこの計画を審議する寒河江市高齢社会支

援計画検討委員会において議論をしていただく
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ということで、今進めているところでございま

す。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございました。特養

に関して何点か質問させていただいたわけでご

ざいますけれども、全国で介護疲れが原因とさ

れる自殺者数が毎年300件、殺人事件が50件余

りと、この日本のどこかで毎日介護疲れによる

自殺、他殺が１件は起きているとの悲しいデー

タが出ておりますので、お尋ねしたところであ

ります。本市では、こういった不幸な事件が起

きないように、官民挙げて頑張っていただきた

いと思います。 

  次に、今の世の中を見てみますと、施設は建

っても介護する人がいないとのお話をよく耳に

します。全国的に介護施設が立ち上げられた当

初、１つの施設が建つと介護関係の応募者が何

十倍と聞き及んでおりましたが、今や３Ｋとも

おぼしき職場とやゆする方も少なくないように

感じますが、本市ではこういった心配はないの

かお尋ねします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 太田議員御指摘のとおり、全国

的に見ますと、介護サービスを提供する施設や

事業所では離職者がふえて、さらには新たに介

護職を希望する人が全体的に減少しているとい

うことで、人材の確保というのが大変大きな問

題になっているところでございます。もちろん、

寒河江市としても例外ではありませんので、介

護職を目指そうという方々の就業と定着に向か

って、そういうものにつながっていくインター

ンシップを中心とした介護職業訓練制度という

ものを創設して、将来にわたる介護人材の確保

を図る施策を講じてもらえるように、国及び県

に強く要望しているという状況でございます。 

  また、介護従事者の方の賃金についても、国

でも処遇改善が必要であるということで認識を

しているわけでありますけれども、介護報酬の

改定にあわせて介護従事者処遇改善加算などに

よって引き続き対策を講じるということにして

いるところでございます。 

  市といたしましても、全国市長会などを通じ

て、慢性的に介護従事者が不足している状況か

ら、介護従事者の確保、育成、定着と処遇改善

の一層の推進を図るための財政措置の拡充とい

うものを強く要望しているところでございます。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございます。やはり

本市ばかりでそういう心配をしてもどうにもな

らないわけで、先ほどおっしゃいましたように、

国県あたりにどんどん要望を出していただいて、

やっぱり３Ｋなんて言われるような職業ではだ

めなわけでございますので、ひとつその辺のと

ころをお願いしたいと思います。 

  次に、介護予防の総合的な推進で、高齢者の

社会参加を促進するための対策を推進するとあ

り、主な取り組みが４点ほど掲げてありました

けれども、免許証返納者への移動支援とありま

して、平成29年度予算にも高齢者運転免許証自

主返納支援事業として組み込まれていますが、

現状についてお伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 高齢者運転免許証自主返納支援

事業については、今年度の新規事業として取り

組んでいるところでございます。高齢運転者に

よる交通事故の減少を図るということで、運転

免許証を自主返納された満65歳以上の市民の方

を対象にして、タクシー乗車券などを交付する

という事業でございます。 

  手続としては、警察署あるいは最寄りの交番、

駐在所で運転免許証の自主返納手続をとってい

ただいて、そしてその後、市民生活課で支援事

業の申請手続を行っていただくということにな

ってございます。 

  乗車券と申しあげましたが、金額にしますと

２万円分ということでありまして、乗車券につ
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いても山形県タクシーの共通乗車券、あるいは

市内循環バス利用券、デマンドタクシーの利用

券、さらには山交バス普通回数券、天童市営バ

ス回数券、西川町営バス回数券などの６種類の

中からいずれかを選んでいただけると、こうい

うことになっているところでございます。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 返納者には２万円のいろんな交

通機関のフォローをしてくれているということ

でありますけれども、やっぱり免許証を返納す

れば、それはこれから先、生きている間そうい

うことが、足の心配が続くわけでございますの

で、ひとつその辺は将来にわたってその方が何

とか買い物と用事ができるように、ひとつ配慮

をしていただきたいと思います。 

  次、現在本市で免許返納者は何名おられるの

か教えてください。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ８月29日現在で、この自主返納

支援事業申請をしておられる方は54名というこ

とになっております。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございました。ただ

いま54名の方が返納されたということでござい

ますけれども、先ほど私、申しあげたんですが、

返納者につきましては将来において安心して暮

らせる移動支援が必要と思いますので、ここは

ちょっと質問になっていますけれども、先ほど

も言いましたので、よろしく御対応のほどお願

いしていただきたいと思います。 

  第６次振興計画ができてまだ１年であります

ので、進捗をお尋ねするのは酷かなとも思った

んですが、あえて質問させていただきました。

私のスローガンがお年寄りに優しいまちづくり

でございますので、私自身、じいちゃん、ばあ

ちゃんが安心して暮らせるまちづくりに頑張っ

ていきたいと思いますので、本市でも計画の実

現に向けて頑張ってください。 

  次に、通告番号２番、健康長寿のまちづくり

について伺います。 

  第６次振興計画の中の現状と課題の中にもあ

るように、平均寿命の延びが見られる中、がん、

循環器系疾患、糖尿病など、日常の生活習慣に

起因する生活習慣病による死亡率は依然として

高いとあり、健康寿命を延伸させることが肝要

と書いてあるように、確かに今の日本では平均

寿命は延びていると思われるが、健康寿命とな

ると決して延びているとは思えない現状です。 

  そこで、何点か質問させていただきますが、

病気全般にわたって聞くわけにもいきませんの

で、今回はがんについてお尋ねします。私自身、

平成27年12月に胃がんの手術をしまして皆様に

御迷惑をおかけした経緯がありますので、みず

からの経験から一般質問で取り上げたいと思っ

ておりました。 

  皆様も御承知のとおり、日本人の死因のトッ

プはがんであり、２人に１人はがんになると言

われているにもかかわらず、日本はがん対策に

おいて圧倒的に海外から取り残されています。

がん検診を受けることが早期発見につながるの

ではと思っていますが、自分のことになるとな

かなか検診に行かないというのが現状ではない

のでしょうか。 

  そこで、本市のがん検診受診率を見てみます

と、胃がんが25.4％、大腸がん34.5％、肺がん

34.7％、乳がん32.5％、子宮がん38.4％でござ

いました。これを県平均で見ますと、胃がんが

26.6％、大腸がん38.7％、肺がん41.2％、乳が

ん34.9％、子宮がん33％となっておりまして、

山形県におけるがん検診受診率は全国的には高

いレベルにあるとの報告ですが、それに比べる

と本市の受診率は子宮がんを除き少し低くなっ

ており、全体的に底上げが必要かと思います。

本市でもこの辺はしっかり把握していると思い

ますけれども、まずは市長の御所見を伺いたい

と思います。 
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○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市のがん検診の受診率に

ついては、太田議員御指摘のとおり、平成27年

度の山形県がん検診成績表で公表している数字

では、子宮がんを除く４つのがんについて県平

均を下回っているという状況にあります。 

  これまでも、平成22年度からがん検診を含め

た総合健診において、土曜日の検診日を開設す

るなどしておりますし、また平成26年度からは

乳がん検診において節目年齢を対象に市独自の

無料受診クーポン券を個別に通知するなど、実

施体制に工夫を凝らしてまいりましたが、実際

の受診率にはまだまだ反映されていないという

状況にあろうかと思います。 

  生涯にわたって健康でいきいきと暮らしてい

ただく、そして健康寿命の延伸につながってい

くということが大事でありますので、そのため

の健康づくりについての意識づけ、検診への理

解を深めていくというのが極めて重要かと思っ

ているところであります。 

  県においても、今年度がん対策県民運動とい

うものを展開して、健康長寿日本一の実現に向

けて取り組みを強化しているわけでありますの

で、市としましても今後とも県と十分連携を図

りながら、がん検診の受診の障害となっている

さまざまな要素などを分析しながら、早期発見、

早期治療につながるがん検診の受診率向上に鋭

意努力してまいりたいと考えております。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 済みません、時間が押しており

ますので、ちょっとはしょってまいりたいと思

います。 

  ホームページ等で酒田市さんの受診率向上へ

向けての対応を見させていただきましたけれど

も、以前は受診率が低くて大変苦労されたよう

でございますけれども、平成15年度あたりから

市民の関心が出てきたということはおかしいん

でしょうけれども、違うな、ごめんなさい。 

  平成15年基本健診の受診率69.6％で、県平均

65.0％を上回り、市民の健康、健診へ関心は決

して低くないのに、がん検診の受診数へ結びつ

かない。それはがん検診に対し、無関心なのか

面倒だからか、それとも恐怖心からなのか、県

平均を大きく下回っていたようでございます。 

  がんの死亡率が、全国、県と比べて高い値を

示しており、特に胃・大腸がんが突出していた

ことから、胃がん・大腸がん検診受診率向上対

策としていろんなことをやってきたということ

で、対応を各地区がん予防教室開催とか、地元

のＦＭラジオでの推奨などを行った結果、大幅

に受診率が向上したというような話があります

けれども、そこで質問なんですけれども、本市

でも啓発活動としての市民公開講座などは過去

に実施したことはあるのでしょうか、お聞きし

たいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市民公開講座の実施については、

市民の皆さんがみずから健康づくりに取り組む

一助となるように、毎年さまざまなテーマを設

定して開催している寒河江健康づくり教室とい

うのがあります。もちろんこの教室はがんに特

化したものでありませんけれども、平成23年度

には大腸がん検査、そして26年度にはがん検査

と活用ということで開催をして、がんについて

の理解を深めていただく努力をしております。 

  また、30歳から49歳までの方を対象にした総

合健診、あるいはレディース検診の実施日に、

市の保健師や栄養士などが出向いて、いろいろ

保健指導あるいは食生活指導などを行っている

ところでございます。今後ともそういう機会を

さらに充実をしていく、あるいは市民の皆さん

の意識の高揚を図っていくということを進めて

いきたいと思っているところでありますし、市

内で開催されるさまざまなイベントなどにも積

極的にこちらから出向いて、健康づくりについ

ての啓発活動を実施して、より多くの機会を捉
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えて活動を展開していきたいというふうに考え

ております。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 最初に申しあげたんでございま

すけれども、がん検診の受診率はあくまで１次

診療を受診した数字と思うんですけれども、２

次検診の受診率はどのようになっているのかお

聞きしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ２次検診、受診率100％が望ま

しいわけでありますけれども、27年度の統計に

よりますと、胃がんについては82.8％、子宮が

んについては73.7％、肺がんについては75.6％、

乳がんについては89.6％、大腸がんについては

76.7％という状況になっているところでござい

ます。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 次に、私がこれまで何点か質問

させていただいたことは、ほとんどが国保利用

の方々のデータだと思うんですけれども、会社

関係に勤めている方の受診率に関しての情報な

どは、市では把握していないのでしょうか。お

尋ねします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 職場での検診、いわゆる職域検

診で住民の方ががん検診を受ける場合について、

事業所のほうで従業員の居住地の自治体に対し

てその受診状況を報告するという仕組みができ

ておりませんので、市では受診率の把握が今で

きないという状況でございます。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 次に、本市でがんでお亡くなり

になった方は何名おられるのか、わかる範囲で

教えてください。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 平成27年１月から12月まででは、

138名ががんによる死亡者でございます。全体

の死亡者の28.3％でございます。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 やっぱり138名おられるという

ことで、大変多くの方が亡くなっているという

ことなんですよね。ありがとうございました。 

  日本は先進国の中でも特に胃がんの発症率が

高く、年間約５万人が亡くなっていると。また、

胃がん患者の98％がピロリ菌感染者であるとの

報告があります。日本におけるピロリ菌感染者

は約3,500万人で、50歳以上の約45％が感染し

ていると言われています。ピロリ菌を除去する

とほぼ100％が胃がんにならないと言われてお

りますけれども、最近全国各地で、血液検査で

胃がんになりやすいかどうか調べる胃がんリス

クＡＢＣ判定検査を実施しているようです。こ

の方法は胃がんそのものを診断するのではなく、

血液検査でピロリ菌の有無と胃の粘膜の萎縮度

を調べて胃がんになりやすいかどうかＡＢＣ判

定するものです。この検査方法は、従来のバリ

ウムを飲むエックス線検査に比べ、食事の制限

もなく、検査台の上で何回ぐるぐる回ったり苦

痛もなく、現に高畠町で実施しているとのこと

ですが、市長の見解はどのようなものでしょう

か。これをお聞きしたい、よろしくお願いしま

す。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 お尋ねの胃がんリスク検診とい

うのは胃がんそのものを発見するものではない

ので、エックス線の検査、それから胃内視鏡検

査といった対策型検診のとの組み合わせで効率

的かつ効果的に胃がんを発見していく、そうい

うものにつながっていくのではないかというふ

うに認識しております。 

  市といたしましても、この胃がんリスク検査

については、がん検診の補完検査の一つに位置

づけて関係機関と協議を重ねながら実施に向け

て検討してまいりたいと考えております。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 この検診で受診率が高まれば、
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がんで亡くなる方を減らすことができますし、

最終的には医療費削減、財政改善にもつながる

と思いますので、これからも頑張って事業を推

進していっていただきたいと思います。 

  次に、市立病院の胃ドックについて、稼働状

況はどんなものなのかお尋ねしたいと思います。 

○内藤 明議長 久保田病院事業管理者。 

○久保田洋子病院事業管理者 市立病院の胃ドッ

クの状況でございますが、昨年９月から毎週金

曜日の午前に予約可能な３つの枠を設けており、

胃ドックのみは１万2,000円、あわせてオプシ

ョンで追加できるピロリ菌と腫瘍マーカー検査

を3,000円で実施しているところであります。 

  残念ながら、８月末までの稼働状況は７名と

なっております。 

  確かに、現在の検査希望者には、口から入れ

る経口の内視鏡に比べ鼻から入れる経鼻の内視

鏡検査が好まれる傾向があるようです。ただ、

従来の経鼻内視鏡では画像の質が悪く、見逃し

も多いことが知られていたため、人間ドックの

目的からしてまれな見逃しをも排除するために、

当院では口からの内視鏡による胃ドックとして

スタートいたしました。 

  しかし、昨年から超高性能で高画質な経鼻用

の内視鏡装置が開発、発売され、当院でも本年

度予算で最新鋭機種を購入いたしました。この

機種の導入によって、従来の胃カメラより侵襲

も少なく、より鮮明な画像が得られますので、

自信を持って経鼻の胃ドックを募集できるよう

になり、より多くの方々に当院の胃ドックを御

希望いただけるものと確信しております。 

  今後とも胃ドックに対する利用者の不安や負

担をできる限り軽減できるように努めてまいり

ます。 

  これまでも、医療機関のインターネット検索

サイトとしては日本最大規模の病院ナビに登録

をし、市報等への掲載もしておりますが、さら

に利用者の拡充を図れるよう引き続き医師会や

検診センターとの連携も図り、予約サービスの

周知を図ってまいります。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 いや、済みません。時間が押し

て申しわけないです。もっともっと詳しく知り

たかったんですけれども、まだ始まったばかり

ですので、頑張ってください。 

  次に、市立病院。今統計がありましたけれど

も、これ、胃以外にも項目をふやして検診しや

すい環境を整えるなんてことはできないんでし

ょうかね、お尋ねします。 

○内藤 明議長 久保田病院事業管理者。 

○久保田洋子病院事業管理者 今後、医師会との

連携をとりながら、既に整備されている大腸内

視鏡スコープによる大腸ドックを初め、ＭＲＩ

を有効活用した脳ドックなど、当院での受け入

れ体制を整備し、可能なものから実施できるよ

うにしていきたいと考えております。 

  また、県の地域医療構想を踏まえ病床規模の

適正化を図り、これによってできる空きベッド

を有効利用しながら、宿泊型のドック等も実施

できるように検討してまいりたいと考えており

ます。 

○内藤 明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございました。 

  それから、質問には関係ないことなんでござ

いますけれども、私も市立病院へは２カ月に１

回程度予約で診てもらっています。８月の末に

も診てもらいましたが、非常に待ち時間が以前

より大分短縮されておりまして、さすが市立病

院も頑張っているなとの思いがいたしました。

これからもいろんな面で、通院なさっている患

者の苦痛を取り除いていただきたいと思います。 

  さて、今回のがんについての一般質問をする

に当たっては、私のほかにも仲間である２名の

議員も同じ病気を患っておりますので、今回が

んについての質問をしたいがいかがかのお話を

したところ、がんの受診率が上がって早期に見
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つかれば大変よいことなので大いにやってくれ

との賛同を得ましたので、質問の機会をいただ

きました。 

  私もまだ病気が治ったわけではないので、質

問には早過ぎるのかなとも思いましたけれども、

１人でも早期発見に結びつけばとの思いからあ

えて質問させていただきました。１人でも多く

の市民ががんの早期発見につながることをお祈

りし、質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

 

佐藤耕治議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号３番について、３番佐

藤耕治議員。 

○佐藤耕治議員 寒政・公明クラブの佐藤耕治で

す。 

  初めに、この夏に九州北部豪雨被害と秋田大

雨被害に遭われた皆様にお見舞いを申しあげる

とともに、一日も早い復旧・復興を心よりお祈

り申しあげます。 

  また、台風５号による市内の農作物には被害

はありませんでしたが、近ごろの日照不足によ

り品質に不安を抱いている農家も少なくありま

せん。今後の天候回復と台風被害など遭わぬよ

う心から願っているところであります。 

  寒河江市は災害の少ないまちでもありますが、

これも先人の努力により緑豊かな自然と人間味

あふれる文化と調和のとれたまちでもあります。 

しかし、災害はいつやってくるかわかりません。

危機管理が重要であります。 

  さて、寒河江の９月といえば熱気あふれる神

輿の祭典が始まります。私も楽しみにしている

市民の一人であります。６月はさくらんぼ議会

と銘を打った議会でありますが、９月の定例会

では神輿議会とはなっていませんが、私は神輿

議会としたい思いであります。 

  寒河江市の振興にはさまざまな課題がありま

すが、現在実施されております第６次振興計画

の中では喫緊の課題でもある人口減少がありま

すが、本市においても婚活、結婚、誕生、子育

てに力を入れております。 

  このたびの一般質問では、子育て支援につい

て伺いますが、子育て支援については昨年の第

１回定例会において遠藤議員が一般質問されて

おりますので、重複しないように心がけますの

でよろしくお願いいたします。 

  早速、一般質問に入らせていただきます。 

  通告番号３、魅力ある子育て支援について。 

  第６次振興計画では、子供や子育て世帯を取

り巻く環境は大きく変化しています。本市にお

いても、子育てに関する不安や負担を解消し、

安心して子育てできるよう経済的負担の軽減や

相談体制の充実を図るとともに、ひとり親世帯

や養育費が必要な世帯に対してもきめ細かな支

援が必要とあり、また保育所整備計画では、待

機児童ゼロの継続、希望した保育所へ入所可能

になるようとあります。行動計画においても、

第１章に子どもがすくすく育つまちと、１番目

に子育てを取り上げられ、18項目中11項目が重

点目標に掲げており、その重要さを感じられま

す。 

  この数年、全国の自治体で移住・定住に力を

入れて取り組んでいますが、本市の状況につい

て伺います。 

  １番目に、さがえ未来創成戦略策定からの今

までの本市への移住・定住の状況について伺い

ます。寒河江市が地方創生に取り組み始めてか

ら、社会動態はどのようになっているのかお伺

いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 佐藤議員から、まず社会動態は

どうかという状況を御質問いただきました。 

  寒河江市へ転入する、あるいは寒河江市から

転出をする、その増減によって動態が変化する

わけであります。 
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  寒河江市におきましては、平成27年度に移

住・定住の新しい流れをつくり出す地方創生の

担当部署として、さがえ未来創成課というもの

を創設いたしました。現在は商工創成課であり

ますけれども、移住・定住支援策を抜本的に拡

充してきているところでございます。 

  平成27年度の社会動態については、転入者数

1,106人、転出者数1,180人ということでござい

ます。その結果、社会動態としてはマイナスの

74人となったところでございますが、それでも

移住・定住対策の拡充前である平成26年度との

比較では139人改善しているという状況でござ

いました。 

  次の年の平成28年度の社会動態は、転入数が

1,069人、転出者数が1,161人でございます。そ

の結果、社会動態はマイナス92人となっている

ところでございまして、これは平成26年度の比

較では121人の改善となってございます。 

  ことし、平成29年度の社会動態の状況であり

ますけれども、４月から７月までの４カ月間で

ございますが、合計して転入数が400人、転出

者数が396人ということで、その結果、まだ４

カ月でこの後どうなるかわかりませんけれども、

プラス４人と比較的好調に推移していると理解

をしているところでございます。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 ありがとうございました。 

  マイナス傾向ということもございますけれど

も、本当にそのうち子育て支援向けの住宅支援

制度を活用しての世帯はどのくらいあるのかお

伺いしたいと思います。まだまだ子育て世帯の

移住・定住をふやすためにも、さらなる子育て

環境整備充実が求められているのではないでし

ょうか。本市の子育て支援の意見等をお聞きし

たいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 子育て定住住宅建築事業でござ

いますけれども、平成27年度においては、拡充

をして、県内外の子育て世代などに対する住宅

取得について最大200万円の補助を行うという

ことにしたわけであります。その実績でありま

すが、平成27年度では69世帯でございます。世

帯ですから、実人数では269人、御家族を合わ

せるとそういうふうになっております。平成28

年度では91世帯365人となってございます。こ

の29年度はまだ途中でありますけれども、８月

末時点で85世帯が御利用していただいていると

いうふうになってございます。これは予算であ

りますので、29年度の当初予算は6,000万円で

ございましたが、そのうち８月末で5,713万円

が執行済みとなっているところでございます。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 人口減少をとめるということは

大変難しいことでもありますけれども、本当に

転入転出する中でも、まだまだ子育て世帯の定

住・移住をふやすためにも、さらなる子育て環

境の整備を充実していかなければならないと思

うわけであります。 

  本市の子育て支援について、以下の質問をさ

せていただきたいと思います。 

  低年齢児、ゼロ歳児の入所状況についてお伺

いしたいと思います。 

  翌年４月の入所予定児の把握について、前年

の10月に申し込みを行っているようですが、果

たしてこれだけで十分と言えるのでしょうか。

例えば、出産予定者への母子手帳配付により、

ある程度人数を把握することが可能ではないで

しょうか。これも入所見込みを推測する一つの

方法と思いますが、いかがでしょうか。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 翌年４月の保育所等の入所申し

込みについては、前年度の10月に申し込みをと

っておりますが、実際は11月以降についても随

時受け付けを行っているところでございます。 

  佐藤議員から御提案の入所予定児をあらかじ

め把握する方法として、母子手帳交付数などで
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できるのではないか、可能なのではないかとい

うような御指摘でありましたが、御案内のとお

り母子手帳を持っている方が全て入所するわけ

ではないわけでありまして、入所するにしても

どこの施設を利用する、あるいはいつから利用

するというのは、それぞれ子供さんあるいは家

庭の事情で異なってくるわけでありますので、

保育所ごとにどこの施設に、母子手帳の交付数

で把握するというのはなかなか難しいというふ

うに考えているところでございます。 

  ただ、年度によって申し込みの年齢層あるい

は希望する保育施設に偏りがあるというのも事

実でございますので、見通しを立てるというの

は大変難しいのでありますけれども、そういう

努力をしていかなければなりませんから、皆さ

んが希望どおりに入所できるような的確な把握、

事前把握の方法についてさらに検討を進めてい

きたいというふうに考えております。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 本当に若い世代の方々は大変心

配をしながら、できるだけ親御さんのアンケー

ト、聞き取りというものも大切かなと思ってい

るところでもありますので、その辺検討のほど

よろしくお願い申しあげたいと思います。 

  この前年の10月に申し込みをするという、受

け付けする方法ですが、どこの自治体でも同じ

なんでしょうか、お聞きしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 近隣の自治体から申し込み受け

付けの時期についてお聞きいたしましたが、そ

れによりますと、山形市、天童市、朝日町、大

江町、西川町は同じく10月ということでござい

ました。河北町は９月の中旬から、東根市は９

月の下旬からというふうに聞いているところで

ございます。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 ありがとうございました。でき

るだけやっぱり親御さんの聞き取り調査という

ものをしていかなければならないのかなと思っ

て、私今感じているところでした。 

  次に、保育所の入所状況についてお尋ねした

いと思っております。 

  これまでも質問があったかと思いますけれど

も、本市で第１希望の保育園に入れられている

のはどの程度かお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 平成29年度の場合ですけれども、

第１希望の施設に入所した人数は902人という

ことで、全体の91.8％でございます。ただ、こ

れは去年も入っていてことしも入るという人が

いるわけなので、去年入った人は大体同じとこ

ろに行きますから、そういうのを除いて新規、

あるいはほかから転園してくるということだけ

を見ますと、第１希望で入った人が241人とい

うことになって、その分だけを見ますと74.8％

となっております。前の年、28年度は70.6％で

したから、内定率は向上していると認識してお

ります。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 当然、保育の入所については、

兄弟は同じ保育園への入所を望むと思いますが、

本市でも兄弟が別々の保育所に入所している状

況もあるとお聞きしております。現状について

お伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 兄弟姉妹で入所している世帯数

というのは、全体で175世帯があります。その

うち兄弟が別々の保育所に入所している世帯は

37となっておりますが、この中にはその上の子

供さんが入所する保育施設に下の子供さんが入

れない年齢枠、ゼロ歳から１歳までここの保育

所は受け付けていないという施設がありますか

ら、そういう場合は別々の保育所に入所してい

ただかなければならないということになってい

ます。そういうのも入って37世帯でありますが、

それを除きますと17世帯が、純粋にというんで
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すかね、兄弟が入れるけれども別々の保育所に

入らざるを得ないという世帯が17世帯あるとい

うふうになってございます。全体の9.7％とい

うことでございます。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 9.7％ということでありますが、

兄弟ですとゼロ歳から１歳、２歳、３歳、４歳、

５歳と小さいうちに兄弟がばらばらに入ってく

ると、お兄ちゃん、お姉ちゃんということから

すると、なかなか親離れもまだなされていない

幼児期でございますので、できるだけ努力をし

ていただきまして、一緒に兄弟が手をつないで

同じ入所できるような取り組みについて、今後

検討していただきたいと思っているところであ

ります。 

  このような子育ての魅力についても、さまざ

まな問題があると思いますけれども、魅力ある

子供支援として、まずこのような実態を解消す

べきと思いますけれども、市長はこれをどのよ

うにお考えなのかお聞きしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 佐藤議員からは、こういう別々

の、兄弟が別々の保育所に入所しているのは大

変遺憾であるというお叱りにも似た御質問をい

ただいたわけでありますけれども、確かに私自

身もそういうことはなるべくというんですかね、

ないように努めていきたいというふうに思って

いるところであります。 

  今さら申しあげるまでもないわけであります

けれども、この希望される方については、客観

的な指標によって公平に入所について判断して

いく。要するに、保育所については社会福祉施

設ですので、保育に欠ける子供さんをお預かり

するというのが前提でありますから、そういう

ことについて保護者の皆さんの状況などについ

て、客観的な指標でもって、要するに得点化を

して点数の高い子供さんから内定をしていくと

いう仕組みにしているところでございます。 

  それで、現実的には御指摘のような、もちろ

ん兄弟の状況についても加点はあるわけであり

ますけれども、必ずしも上の子供さんが入って

いる施設へ下の子供さんが入ることができない

というのも現実としてあるというふうになって

いるところでありますので、我々もそういう公

平性、客観性という前提をもちろん崩すわけに

はいきませんけれども、十分そこら辺を調整を

図りながら、そういう事態をできる限りなくし

ていく努力を検討していきたいと思います。 

○内藤 明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は11時５分といたします。 

 休 憩 午前１０時５０分  

 再 開 午前１１時０５分  

○内藤 明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 先ほどの前半の中で第５次振興

計画という言葉の中で、第６次振興計画に訂正

をお願い申しあげます。大変申しわけございま

せんでした。 

  続きまして、子供の遊ぶ環境の整備について

お尋ねしたいと思います。 

  子供は風の子と元気に外遊びをしたり、友達

と一緒に遊んだり、太陽をたくさん浴びて遊ぶ

姿はすばらしい限りです。 

  本市では、野外の外遊びとして、さがえっこ

冒険ファンタジーランド、市内の施設としてゆ

めはーと寒河江が代表的なものとして挙げられ

ていると思いますが、いまだに山形、天童、東

根の遊びに流れている子供たちが多いと思いま

す。子育て環境としてもう少し頑張っていく必

要があると思いますが、これらの施設の充実策

として、現段階での構想などがありましたらお

伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 佐藤議員から遊戯施設の充実と

いうことで御質問をいただきましたが、お話し
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のとおり、近隣の山形、天童、東根にも大型の

屋内の遊戯施設というのができて、寒河江市内

からも多くの子育て世代が利用しているという

のが実情でございます。 

  利用者のお話をお聞きしますと、いつも同じ

施設に通っているわけではなくて、日によって

きょうは天童、あしたは山形、あさっては東根

というように、日によっていろいろ施設をめぐ

って足を運んで気分を変えながら楽しく利用し

ているというのが実情だというふうにお聞きし

ているところでございます。 

  寒河江市におきましては、先ほど佐藤議員御

指摘のとおり、平成26年度から最上川ふるさと

総合公園内にさがえっこ冒険ファンタジーラン

ドということで、屋外の施設整備を取り組んで

まいりました。平成28年度までの３カ年で、幼

児から小学生までの幅広い年齢層の子供たちに

対応した大型の遊具計13基、それから保護者の

皆さん用に日よけのスペースのあずまやなども

整備をして、子育て世代の交流の場として、ま

た心身ともに健康な子供たちを育む場として充

実を図らせていただいて、市内外から、多くの

皆さんから足を運んでいただいております。 

  一方、屋内の施設については、寒河江市総合

こどもセンターゆめはーと寒河江にも新しい遊

具を整備して充実を図っているところでありま

すが、お尋ねの新たな屋内の大型の遊具施設に

ついてでありますけれども、地域座談会などに

おいても各地でこの要望についてはいただいて

いるところでございます。そういった意味で、

子育て世帯のニーズを踏まえながら、その必要

性、あるいは設置する場合の場所、規模などに

ついて構想というものをつくっていくための検

討を担当課のほうに指示をしているところでご

ざいます。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 ぜひ、他の天童、東根と異なる、

立派なおもしろい、子供たちのニーズを捉えた

遊び場をつくっていただきたいと思っていると

ころであります。 

  続きまして、各地区に児童遊園などの小規模

遊園地がありますが、児童遊園の一斉点検を実

施されているということでありますが、結果、

状況についてお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市内にあります児童遊園遊具の

一斉点検というのを昨年度実施いたしましたが、

これはほかの市において発生した回転遊具の損

壊による事故などを受けまして、遊具の経年劣

化などによる事故を未然に防止するために実施

したものでございます。 

  市内の児童遊園62カ所のうち、遊具のある遊

園53カ所の遊具155基について点検を実施いた

しました。その結果、支柱に腐食が見られるな

ど危険性の高い異常があり使用不可と判断され

たものは25基ございました。また、修繕が必要

と判断されたのは70基ほどございました。その

ほかにも、60基近い遊具が経過観察が必要だと

いう結果が出ておるところでございます。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 その結果を踏まえられ、なかな

か町なかに来られない地域にあっても大切な遊

び場だと思いますが、これらの地域の既存の遊

園地整備について、どのように考えているのか

お伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 子供たちが安全で安心して遊ぶ

ことができる身近な子供の遊び場の遊具の整備

というのは、大変我々市にとりましても重要な

取り組みということで、行動計画にも掲げてい

るところでございます。 

  そういう意味で、昨年度の遊具の一斉点検を

受けて、今年度から寒河江市キッズパーク整備

事業というものを立ち上げて、町内会などが身

近な児童遊園の遊具を更新する場合の費用につ

いて補助金を交付して遊具の整備の促進を図っ
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ているところでございます。 

  この補助金については、老朽化した遊具を撤

去し新たな遊具を設置するという事業が対象に

なるわけであります。現在まで、８月末までで

６つの団体から申請を受けております。うち、

５つの団体については既に遊具の更新工事が完

了しているところでございます。 

  また、遊具の修繕については、市の社会福祉

協議会で実施している補助事業がございますの

で、そちらの補助金をぜひ利用していただきた

いということで申しあげているところでござい

ます。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 計画の中で整備をしていくとい

うことでありますけれども、できるだけ早目に、

冬場になると屋外では遊べない状況でもありま

すけれども、夏、やっぱり近くで一生懸命遊べ

るような環境づくりが私は大切だと思っており

ますので、ぜひよろしくお願いしたいと思って

いるところでございます。 

  続きまして、５番目の小児科設置についてお

尋ねしたいと思っております。 

  市民の声には、小児科は少ないよねという意

見をよく耳にします。子育て環境には小児科が

大切であります。需要の割には医師の確保が難

しい現状にあるということは、皆さん周知のと

ころと思います。 

  ただ、本市第６次振興計画では小児科医療体

制の充実が掲げてあり、重要な課題であります

ので、本市の現状、寒河江市内の小児科の数に

ついてお尋ねいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市内の小児科の数の状況であり

ますけれども、現在市内で小児科を標榜してお

られるのは、４つの診療所となっております。

そのうち診療科目として小児科のみを掲げてお

られる、標榜している診療所は１カ所となって

いるところでございます。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 少ない状況でありますが、市立

病院においても医師不足が問題となっておりま

すが、幼児期には伝染病にかかりやすく、この

夏にも手足口病が発生しております。 

  市立病院の小児科設置についてはどのように

考えているのか、病院事業管理者にお伺いした

いと思います。 

○内藤 明議長 久保田病院事業管理者。 

○久保田洋子病院事業管理者 当院でも、平成７

年度末まで山形大学医学部から小児科の医師を

派遣していただき、週２回外来診療を行ってお

りましたが、小児科医師数の減少により山形大

学医局でも医師派遣が困難となり、廃止した経

過がありました。 

  県の地域医療構想により、医療機関の役割分

担がより明確になり、当院は回復期を担う病院

とされていることや、病院で担うべき高度な小

児医療については集約化を図ることと示されて

いる状況などから、小児救急等、急性期を扱う

小児科の開設は困難な状況であると考えており

ます。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 病院経営として、大変日々活躍

している管理者に対しては敬意を表するところ

でもございますけれども、本当に経営というこ

とになりますと費用対効果を初めさまざまな課

題が山積する中で御難儀していることは十分に

承知でありますけれども、市長には小児科設置

について寒河江市の今後の方向性についてお伺

いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど久保田病院事業管理者が

お答えをいたしましたが、特に高度な小児医療

については、県の地域医療構想でも県内におけ

る医師不足などの事情があって、県立中央病院

などの３次医療機関を中心に機能を集約化する

という方向性が示されており、それはいたし方
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ない状況になっているというふうに理解をして

いるわけでありますけれども、一方、一般的な

外来診療についての小児科診療所については、

地域の身近なところでやはりまだまだ必要性が

あると、必要だというふうに認識しているとこ

ろであります。 

  市といたしましては、小児科医療体制の充実

というのは、命を守る地域医療体制の充実のみ

ならず、市が進めております魅力ある子育て環

境の整備ということからも大変重要な課題であ

ります。市民の皆さんからのニーズも高いとい

うふうに認識をしておりますので、大変小児科

医師の確保というのは困難をきわめるわけであ

りますけれども、今後とも一層その確保に向け

て努力をしていきたい。そして、地域の小児医

療体制の充実に努力をしていきたいと考えてい

るところでございます。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 小児科というのは、本当に医師

不足というのは、私もさまざまな方々からお聞

きすると大変な御事情でもあるということでは

承知もしているところなんですけれども、現在

ゼロ歳から３歳までの子供を持っているお母さ

んからお話を聞くと、やっぱり夕方、保育園、

幼稚園から帰ってきて、それでもたまに発熱と

かさまざまな問題があると、どうしても山形ま

で行かなくちゃならない。時には、夜お風呂に

入ってから体調が悪くなって、山形に駆けつけ

なくちゃならないという事情等、何度かもう聞

いておりますので、できるだけ、大変困難なこ

とかもしれませんけれども、医師不足というの

は一丸となって私たち議員も努力をしながら、

医師の要請については市民全員が望むことでも

ありますので、一生懸命になって努力、当然市

長さんを初め執行部の皆さんもともに一生懸命

やって探す必要はあるのかなと常々思っている

ところで、今後とも諦めることなく一生懸命取

り組んでいくことが大切だなと思っているとこ

ろであります。 

  続きまして、６番目の計画的な保育施設の整

備についてお伺いしたいと思います。 

  これまで、ほなみ団地やみずき団地と大規模

住宅地が整備され、若い世代が入居されており、

大変喜ぶべきと思います。 

  ただ、それにより一部保育所が定員オーバー

となっている状況があります。特に、にしね保

育所についてですが、そのような状況を受け、

増築工事がなされましたが、今後の子育て支援

にはそのような状況になってからではなく、先

を見越した保育所環境整備が必要かと考えます。 

  例えば、都市計画マスタープランや移住・定

住促進事業等を想定しての保育所整備計画を推

進することで、待機児童ゼロの維持とあわせて

第１希望の保育施設への入所が可能になるので

はないかと考えますが、市長の御所見をお伺い

いたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 保育所の整備計画については、

ことしの３月でありますけれども、平成35年度

までの地区別の保育ニーズを見込んで計画を策

定しているわけであります。その計画の中で、

都市計画マスタープランにおいて住宅地開発の

構想が掲げられている地域などについての保育

施設についても、検討整備するという計画の中

身になっているわけであります。 

  計画に基づいて実際整備をする段階でも、や

っぱりニーズ調査などもさせていただいて、さ

らには御指摘のようなマスタープラン、あるい

はこちらで進めている移住・定住促進事業など

に基づいた住宅地開発事業の着手の状況など、

そういう周辺環境の状況なども十分注視をしな

がら、見きわめながら、その時点、時点で、想

定可能な状況などを予測して検討を進めて、必

要に応じてその計画を見直すということもさせ

ていただいて、その状況に沿った整備をしてい

くということで考えているところでありますの
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で、いずれにしても保育所の待機児童ゼロの堅

持、さらには御指摘のような希望する保育所へ

の入所が可能となるような、最大限の我々は努

力をしていかなければならないと考えていると

ころでございます。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 ぜひ、計画の先を見越して、そ

して状況を踏まえた中で社会環境に対応できる

保育所整備をぜひ行っていただきたいと思いま

す。 

  これで私の一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

 

渡邉賢一議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号４番から６番までにつ

いて、４番渡邉賢一議員。 

○渡邉賢一議員 社会民主党、市民クラブの渡邉

でございます。10回連続10回目の質問となりま

す。 

  本日は、関東大震災が起きた日、防災の日で

ありますけれども、６年半前の東日本大震災に

よる未曽有の被害、停電やガソリンなど燃料不

足の生活が余儀なくされました。また、４年前

の集中豪雨による断水、こうしたことがいつ起

こるかわかりません。しっかりと備えることが

重要でございます。 

  まず冒頭、北朝鮮の相次ぐミサイル発射に対

し、市民を代表して厳重に抗議するものであり

ます。今回の被害は確認されていないものの、

いつどこに落下するか皆目わからない状況であ

ります。市内では初めてＪアラートによる緊急

アナウンスが流れました。頑丈な建物や地下な

どないし、どこに逃げればいいんだと。あるい

は、最短で二、三分で着弾するのにどうするん

だと、困ったものだと、早朝から市民に恐怖と

不安を与えました。 

  これは、国連安全保障理事会の決議に反し、

北東アジア全体の軍事的な緊張を増すことにつ

ながりかねませんし、今まさに平和と安全のた

め、危機をあおり、挑発や緊張を高める行為を

自制することが求められていると思っておりま

す。北朝鮮が理由として挙げた米韓合同軍事演

習も中止すべきですし、米朝２カ国のリーダー

が抑止力の限界に直面し、いつ核戦争のスイッ

チを押すかもわからない状況であります。関係

国、そして政府は徹底した外交努力によって対

話を開始すべきであり、休戦協定の米朝、不戦

協定への切りかえ、国交正常化、経済援助の実

施と核ミサイルの放棄を一体で取り組む道筋を

目指す2005年の６カ国共同声明に立ち戻るよう

に、この６カ国協議の再開に全力を挙げるよう

に強く求めたいと思います。 

  さて、私は今回の質問ですが、環境保全、農

業と活力、そしてスポーツ振興の３つについて、

市民の皆様からいただいた声をまとめてまいり

ましたので、通告した順に御質問をさせていた

だきたいと思います。 

  まず、通告番号４番、美しい景観と豊かな自

然環境を守り、市民に潤いと安らぎをもたらす

快適な生活環境の保全についてでございます。 

  このところの異常気象で、集中豪雨による災

害が多発しています。農作物の生育にも大きく

影響し、50年に１度発生するかどうかという規

模の大雨や洪水、土砂崩れなどのニュースが絶

えないくらい生命の危険にさらされている状況

です。 

  地球規模の環境の保全が重要であり、特に人

の活動による地球全体の温暖化、またはオゾン

層の破壊の進行、大気や水の汚染、野生動物の

種の減少、放射性物質や化学物質による汚染、

その他の地球全体またはその広範な部分の環境

に影響を及ぼす事態が生じてきています。 

  それで、（１）の環境基本計画に基づく総合

的な進捗状況について御質問をさせていただき

ます。 
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  議会報告会を三泉地区下河原地区で開催した

ところで、市民からは寒河江川の水質保全につ

いてどうなっているんだというふうな御質問が

ございました。その方は、寒河江川の清流が残

念ながら水質汚濁がここ数年進んできておって、

河川改修工事で川の底を平らにした結果、雑木

が流域に繁殖することになっているんだと。特

に、集中豪雨があった年から濁りがひどく、ア

ユの遡上もなかなか進んでいないと。それで、

昨年採取したアユについてはにおいがあって、

なかなか厳しかったということでした。それで、

サケのほうは稚魚を放流した結果、やっと戻っ

てきているような状況で、清流寒河江川を取り

戻すために、流域の自治体である西川町、河北

町と連携して、ぜひきれいにしていただきたい

というお話でした。 

  それで、平成24年４月１日から施行された環

境基本条例に基づく本市の基本計画がございま

す。ただ、市民の皆さんがホームページで検索

しても非常にわかりにくいものになっておりま

して、市民に啓発して関心を持っていただくた

めにも、ぜひこの取り組みの内容が見えるよう

にしていただきたいと思います。 

  そこで、この中にある基本施策４の３、循環

型社会形成について、中身について入りたいと

思います。 

  進行管理指標は平成35年まで１人当たりの１

日のごみの量を645グラムまで減らすと、資源

化率19.5％にふやすと。それで、不法投棄をゼ

ロにするというふうな指標でありますが、主な

取り組みとしてさまざまございます。平成28年

度の年次報告がこれから出るということをお聞

きしておりますけれども、主な取り組みを含め、

計画の進捗状況はどうなっているかお聞きした

いと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 渡邉議員から環境基本計画に基

づく総合的な施策の進捗状況ということでお尋

ねがありましたので、循環型社会の形成という

ことで、28年度の状況をお答えしたいと思いま

すが、御案内のとおり３つの進行管理指標とい

うのがあるわけであります。 

  １つは、１人１日当たりのごみの排出量、平

成35年度の目標数が645グラムでございますが、

これが831グラムということで、制定した24年

度の現状と比べてまだ横ばいだという状況でご

ざいます。 

  ２つ目の資源化率については、目標値19.5％

に対して9.7％でございます。これは平成24年

度比較で3.8％低下しているという数字にはな

っておりますが、これは資源としてカウントさ

れてきましたプラスチック類が平成28年度から

燃やせるごみに分別されたことによってその数

字にあらわれてきているというのが、大きな要

因でございます。参考に申しあげますと、平成

27年度の資源化率の実績では、17.4％というこ

とでございました。 

  それから、３つ目の不法投棄によるごみの回

収量でございますが、目標値はもちろんゼロで

ありますけれども、これが2,300キログラムと

いうことであります。平成24年度比較で1,520

キログラムの大幅増という数字になってござい

ますが、これは平野山で新たに確認された不法

投棄箇所の原状回復によって2,020キログラム

が加わったことが大きな要因でございます。参

考に申しあげますと、平成27年度の実績では、

これが350キログラム。先ほど申しあげました

大規模回収を除きますと、平成28年度実績では

280キログラムということで、もちろん目標の

ゼロには達しておりませんが、大分改善をして

いるというふうに理解をしているところでござ

います。 

  具体的な取り組み、主な取り組みでは、不用

品登録制度で13件の譲渡が成立いたしました。

そのほか集団資源回収事業によって88団体が

686トンを回収して、さらに生ごみ処理機設置
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費補助３件、それから不法投棄対策として看板

と監視カメラの設置、さらには県や環境衛生組

合との協力で行った不法投棄箇所の原状回復、

そして広報紙による啓発活動などさまざまな実

施をしているところでございますが、引き続き

計画の実現に向かって各般の施策、事業を進め

ていきたいと考えているところでございます。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 今、市長のほうから平成28年度

年次報告の中身について御説明がございました

けれども、残念ながらそうした不法投棄も含め

て減っていないと、横ばいというふうな状況が

ございます。特に市民の皆さんが一生懸命バイ

パスの花植えとか、あと年２回のクリーン作戦

とか、いろいろ町なかに出て頑張っている一方

で、風上に例えばコンビニエンスストアとか大

型ショッピングセンターとかがあると、もうそ

の風下にはポリエチレンの袋が散在していると

いう、川であったり山であったりまちであった

りさまざまするわけですけれども、そうした今

状況があると思います。 

  それで、特に深刻なのは、山間部河川敷道路

沿いの耕作放棄地等への不法投棄の問題であり

ます。今、市長のほうからも平野山の特殊な状

況についてはありましたけれども、まだまだや

っぱりこれから進めていかなければならない課

題だと思っております。ぜひ、平成35年度に向

けては、不法投棄ゼロの目標を達成可能なもの

にしていくために、今ほど看板の設置とか監視

カメラなどいろいろな取り組みがありますけれ

ども、有効な手段としてどのようにお考えか、

御見解をお伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほども申しあげましたけれど

も、28年度、2,300キログラムの不法投棄とい

うのが、大きいのがございまして、これを地域

の皆さんやあるいは環境衛生組合連合会などと

協力をして原状回復したという状況があるわけ

であります。 

  何を申しあげたいかというと、不法投棄の未

然防止というのは、やっぱり常日ごろの地域の

監視の目と早期発見というのが大変大事だろう

と思います。 

  先ほども申しあげましたけれども、市の職員

によるパトロール、それから啓発看板など事業

を展開しておりますが、それだけでなくてさま

ざまな機会を捉えてそういう啓発をしていく努

力をしていかなければならない、そして市民一

人一人がそういう意識を持っていくということ

が大事であろうと思います。 

  さらに加えて、先ほど御指摘がありましたけ

れども、民間のいろんな事業者を含めた団体の

皆さんからも理解を持っていただく、深めてい

ただくということが大事でありますし、不法投

棄等の事前提供に関する覚書を市民団体の皆さ

んとも結んでいるわけでありますので、そうい

った方々が連携をして情報提供などをお願いし

ていくこともさらに促進していきたいと思って

いるところでございます。 

  そういう意味で、明確なお答えがなかなかで

きないわけでありますけれども、我々としては

そういう地域の皆さんの意識の変革、さらには

協力、今まで以上の協力、そして関係団体、事

業者との連携を図りながら、モラルの向上に向

かってさらに訴えていく、そういうことで何と

か不法投棄を撲滅していかなければならないと

考えているところでございます。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひ、私もその認識を共有しな

がら、市民の皆さんとともに協働していくこう

いった取り組みを進めていきたいと思っており

ます。 

  （３）のリユース（再利用）、リメーク（再

製作）活動の推進について御質問をさせていた

だきます。 

  さきの太田議員の質問にもありましたけれど
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も、徳島県上勝町に私も行政視察ということで、

無会派の議員団で７月13日に訪問させていただ

きました。全国初のゼロ・ウェイスト、ごみゼ

ロ宣言をした町であります。この活動の主な取

り組みとして、市民が自主的に活動しやすい環

境づくりと市民の声を聞いて制度の見直しを行

うと。それで、ゼロ・ウェイスト宣言の意義を

しっかり皆さんに認識してもらうという、この

３つが柱であります。 

  その中でもリユース、先ほど平成28年度の実

績が13件というふうなお話でしたけれども、も

っともっとこの登録制度拡大の必要があるとい

うふうに私自身も考えています。 

  それで、リユース活動、この上勝町はただで、

とにかくあるものをこの店に置いて、必要なも

のだけもらって帰れる、あるいは要らないもの

はそこに置くということもとっておりました。 

  それで、前年度の年間実績も平成27年度報告

によりますと14件という大変少ない状況であり

まして、市民の皆さんがパソコンやタブレット、

スマートフォンでその登録の中身がわかるよう

な専門のホームページ、これで譲渡・譲受の登

録、紹介、契約などが情報共有できるように、

ぜひこの手続を簡単にして進めていく必要があ

ると思うんですけれども、これについての御見

解を伺いたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 渡邉議員からは、先ほどホーム

ページなどについて、よりわかりやすく簡単に、

簡便なものにできないかということで御指摘が

ありましたので、前々、前の前の質問でもそう

いうお話がありましたので、全体的にもう少し

わかりやすくしていきたいというふうに思って

おります。 

  さらに、先ほど不用品の登録制度についてお

話がありましたが、ことしから新たに子育てに

必要な物品について、あげたい、譲りたい、譲

ってほしいという情報を交換し合う子育てゆず

りあいコーナーというものを設けているところ

でございまして、８月末までで５件ですけれど

も譲渡成立があったわけであります。そういう

ニーズは広く、あるいは多くあるんではないか

と思いますから、そういう工夫をしながら、み

んなが助け合いの輪、譲り合いの輪を広げてい

けるような努力をこれから大いにしていきたい

と考えております。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。ぜひ、

こうした地道な取り組みを一歩一歩進めていく

ことが環境保全につながっていくと思います。 

  さて、もう一つのリメークについて御質問し

たいと思います。 

  この上勝町では、シルバー人材センターとか

福祉施設などと、あとＩターンで来た人などと

連携をしながらリメーク活動を推進しています。

それで、再生工房というところで再製作をして、

そこで販売も行うものです。それで、葉っぱビ

ジネスもありますけれども、ごみの山から宝の

山にしていくための手法でありまして、新たな

命、息吹を吹き込んで、高齢者の生きがい創出、

福祉活動の支援などに結びつけている大変すば

らしい事業だと思ってまいりました。 

  残念ながら、本市の駅前からずっと中央通り

を通ってバイパスの寒河江警察署まで、空き店

舗、約２キロメートルちょっとなんですけれど

も、市長、どのくらいあると思いますか。私、

ずうっといろいろ調べていったんですけれども、

30店舗近くございます。そのほか空き地とか更

地になったところも含めればそれ以上になるん

ですけれども、ぜひこの空き店舗の利活用とい

うことも含めて、中心市街地の活性化の町なか

での空き店舗活用につながるように進めていく

のも一つの方法ではないかと思いますけれども、

市長の御見解を伺いたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 直接リメーク活動の推進という
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ことになるのかどうかはあれですけれども、渡

邉議員御指摘のとおり、私も市役所の前の通り

については２軒に１軒が空き店舗ではないかと

いうふうに非常に危惧しております。ですから、

いろんな空き店舗活用の支援活動というんです

かね、補助制度なども設けておりますけれども、

まだまだ我々として努力が足りないのかなとい

うふうに思っております。 

  そういう意味で、御指摘のようなシルバー人

材センターあるいは福祉施設などと連携をして

いくということは、さらにこれから考えていか

なきゃならんというふうに思います。 

  シルバー人材センターでは、空き家対策など

に今取り組み始めているなどということがあり

ますから、そういう意味でリメークなどについ

てどういうふうに取り組んでいけるのか、大い

に可能性を相談していきたいというふうに思っ

ているところであります。そういう意味で、一

石二鳥というわけではありませんが、いろんな

工夫をしながら環境の問題を、さらには中心市

街地の活性化、地域の元気づくりなどに生かし

てく取り組みを進めていきたいと考えていると

ころでございます。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。これが

新聞でつくったバッグでありまして、こういっ

たものも一つの参考になるかと思いますし、慈

恩寺でも慈恩寺蓮の種を使って特産品をつくり

出したということで、こうしたものもあります。

あと、私はきょうバッジをつけてきたんですけ

れども、缶バッジ。寒河江まつりのオフィシャ

ルグッズなのかわかりませんけれども、こうし

た一つ一つのグッズなどもそういう売り出して

いくヒントですし、雪フェスのときの帽子もか

なり、200個つくってすぐ売り切れたと聞きま

したけれども、そういうオフィシャルグッズな

どもこの取り組みの一応参考になるんではない

かと思います。以上です。 

  続きまして、通告番号５番、「日本一さくら

んぼの里さがえ」の活力と交流を創成する元気

いっぱいのまちづくりについて御質問をさせて

いただきます。 

  ＮＨＫの朝の連続テレビ小説、いわゆる朝ド

ラの「ひよっこ」でも昭和30年代後半の喫茶店

で出されるクリームソーダにさくらんぼが乗っ

ているわけでありまして、私も毎日これを見て

いるわけですけれども、主人公のみね子もおい

しそうに、このクリームソーダにあるさくらん

ぼも食べるわけです。これも本市のさくらんぼ

缶詰工場で加工したものではないかなと勝手に

想像しながら喜んでいる一人であります。 

  さて、市長の市政概況報告でも今年度のさく

らんぼの出荷状況についてお話しいただきまし

たけれども、ことしもおかげさまで豊作という

ふうになりました。 

  先日開催された山形さくらんぼブランド力強

化推進協議会の県の説明では、今期は品質もよ

く特秀クラスのものが多く出たものの、着果量

が多いため摘果作業がおくれた園地などがあっ

て、開花前から満開後３週間程度の間に雨も少

なかったと。平年よりも果実が肥大しなかった

というふうなことでした。 

  それで、今期の小玉傾向の要因の一つとなっ

ているのは、摘果不足などの背景には労働力不

足があるというふうな指摘もあり、農家の労働

力確保や軽労化、軽い労働力に向けていく軽労

化と着果管理の徹底の重要性があると確認され

ていると、こうした新聞報道がございます。 

  それで、先般、生産農家でつくる組合の会合

でも、その原因とされているのはやはり過去に

大型ショッピングモールの天童市への進出など

で若年労働力の多くがそこに奪われたこと、最

近の雇用情勢が好転しているというふうなこと

で、この短期集中型雇用に非常に困難な課題が

多いんだというふうなことです。それで、元気

なシニア、人生の大先輩でもある熟練の高齢者



 - 44 - 

雇用の需要がますます高まっていると思ってい

ます。 

  本市も、昨年、ことしと豊作であったことか

ら、適期収穫がかなわず、うるみ果が発生し、

残念ながら摘み残しや収穫放棄となった園地が

あったなど、現場の労働力不足が報告されてお

りました。 

  県の調査でもさくらんぼ農家の減少と、栽培

農家の減少と、栽培面積の拡大などで産地とし

ての課題が山積しているため、引き続ききめ細

やかな保護対策が必要でないかというふうに報

告されております。 

  （１）のさくらんぼ収穫期の労働力確保の現

状と課題について御質問したいと思います。 

  １つ目は、猫の手もかりたいと言われる収穫

期の、県からあるいは市でも募集しているボラ

ンティアについて、本市に何人来てもらってい

るのか、そしてその配属先の農家は公平公正を

期して公募されているのか、そうしたボランテ

ィアの過去３年間の実績等についてお聞きした

いと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 山形県におきましては、さくら

んぼの労働力確保対策のモデル地区として、寒

河江市と天童市と東根市の３つの市を指定して

いるわけでありますけれども、御質問の県職員

をボランティアとして派遣している事業、これ

だと思いますが、それについては県のほうに確

認をせざるを得なかったのでいたしましたが、

派遣先をその３つのモデル地区の中から選択を

して、半日もしくは１日間だけ指定された農家

で収穫作業や出荷作業を行うといった内容で、

県職員に対して募集をしたということでござい

ました。 

  この事業は平成27年度から実施されているわ

けでありますけれども、寒河江市における過去

３年間の派遣実績としては、27年度が１軒の農

家へ７名、28年度が７軒の農家へ18名、今年度

は７軒の農家に対して22名という実績でござい

ました。 

  受け入れ農家の選定に当たっては、作業期間

が半日または１日と大変短い期間でありますこ

と、また作業に先立って指導というんですかね、

説明が必要であることなどから、指導農業士を

中心にして一定規模以上の農家を選んでいると

いうことでございました。 

○内藤 明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５６分  

 再 開 午後 １時００分  

○内藤 明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 午前中、市長のほうからは、モ

デル地区３市に向けて県より配属されているこ

の３カ年の実績をお答えいただきました。延べ

15軒で47人ということなんですけれども、ぜひ

公平公正を期していただいて、今後も多分続く

と思いますので、中小零細農家などへのそのボ

ランティアの配置なども要望させていただきた

いと思います。 

  さて、続いて、さくらんぼ農家のお手伝いを

いただいている皆さんから大好評のさくらんボ

ーナス、ことしも先月末に支給されたというふ

うなことを伺っております。この申請状況、あ

と箱詰め作業の研修会なども開催されたという

ことだったので、今回の補正予算の提案もされ

ておりますけれども、今年度の実績につきまし

てお伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 さくらんボーナス、それから箱

詰め作業研修会ということで御質問はいただき

ましたが、さくらんぼ作業への就労のきっかけ

づくりを行い、労働力の新規掘り起こしを図っ

ていくこと、そして就労後は農家と就労者が信

頼関係を築いていただいて、次年度以降も継続
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して就労いただくというのが我々の目的であり

ます。昨年度から実施をしておりますが、こと

しのさくらんボーナスの申請状況でございます

けれども、1,032名の方から申請をいただいた

ところでございます。昨年度の実績は675名で

ございましたから、357名の増、1.5倍の増とい

う件数になっております。 

  それから、さくらんぼの箱詰め研修会の開催

状況でございますけれども、ことしは６月４日

の日曜日に文化センターにおいて85名の参加を

いただいて開催をいたしました。当初の予定で

は、午前中に２回、各回定員25名で50名の参加

を見込んでおりましたが、広報の開始後から多

くの参加申し込みをいただいて、急遽同日午後

に１回追加の開催をしたということにさせてい

ただいて、なるべく申込者全員が受けられるよ

うに調整をさせていただいて開催をさせていた

だいたところでございます。 

  これらの労働力の新規掘り起こし策というこ

とを実施したことによりまして、さくらんぼ作

業に初めて従事した方は、ことしは今年度の事

業では139名おられたということでございます。

28年度は116名の新たな方が従事をしていただ

いたということでふえている、大変よかったと

思いますので、今後も引き続きこの労働力の掘

り起こし作業、掘り起こしの事業などについて

実施していきたいと考えております。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。大変、

目的に沿って、しかもうれしい悲鳴も出るくら

の好評ぶりで、ぜひ今後も力を入れていただき

たいと思っています。 

  いろんな方々から声が上がっておりますので

御紹介しますけれども、規定上３親等以内は対

象外となっておりますけれども、ぜひ義理の父

母あるいはその御兄弟を対象にしてもらえない

のは不自然ではないかというふうな声もござい

ます。あと、１人5,000円という今金額なんで

すけれども、ぜひこれを増額できないかという

ふうな声。あと、研修会に参加できない人向け

に、できれば動画などもつくって、広く底辺拡

大を、底上げを図っていけないのかというふう

なことです。 

  あと、もう一つは、子育て世代のパパママか

らですけれども、本市では１カ所、まごころサ

ービスさくらんぼさんの開設をいただいている

わけですけれども、この臨時保育の需要につい

て近隣自治体でも進めている状況であります。

ぜひこの需要を調査していただいて、受け入れ

可能であればふやしていくべきではないかと思

います。 

  あと、もう一つが、空き家の有効利用につい

て、ただ空にしておくのではもったいないんじ

ゃないかというふうなことで、これは市外とか

県外から本市に来て臨時雇用される場合に、安

価で利用できるような、さらには移住体験、新

規就農体験などの観点からも活用すべきでない

かと私も過去に御提言申しあげていますけれど

もこうしたこと。 

  あと、県で力を入れている、特に本市在住の

副知事がさくらんボスということで、ボス、上

司が率先してさくらんぼのために年休をとりや

すくする、そうした職場づくりなども含めて、

さまざまな方法で考えられると思うんですけれ

ども、そうしたところについてもぜひ進めてい

ただきたいと思いますが、御見解をお伺いした

いと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 労働力確保策ということで御提

言をいただきましたが、これまで実施をしてま

いりましたさくらんボーナス、それから研修会

などについては大変好評でありましたけれども、

いろいろ実施をしてみての受け入れ農家の皆さ

んへのアンケートなども調査をさせていただい

ておりますので、そういう経過、結果も踏まえ

て、よりよい方向に費用対効果、ぜひ効果の上
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がる事業を展開していきたいと思います。 

  そういった中で、３親等以内への支給の課題

でありますとか、それから5,000円でなくても

う少し価格アップというんですか、特産品の内

容を充実したらいいんじゃないかという御提言

ですけれども、これについてもいろんな御意見

などを頂戴していきたい、検討したいと思いま

す。 

  それから、箱詰め作業のマニュアルについて

の動画などのマニュアルの作成ということも御

提案いただきましたが、いろいろお聞きします

と、農家の方それぞれで経験に基づく作業スタ

イルだというのが多いので、共通のマニュアル

というのはなかなかつくりづらいという話もお

聞きいたしましたが、できればいろんな農家の

方からお話を伺った上で、そういうことができ

れば進めていければと思いますので。 

  それから、臨時保育の需要もあるのではない

かというようなお話でありましたが、東根市な

どでは宣伝をしているようでありますけれども、

我々としてもそういうニーズを十分お聞きしな

がら、できれば対応していきたいと思いますし、 

それから、空き家対策という点からの御提案も

ありましたが、そういう点も含めて、さらに

我々は労働力確保対策を充実していきたいと思

いますから、そういった観点でそういう受け入

れ体制の充実を検討していきたいと思います。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。 

  続いて、（２）の果樹収穫と農業労働賃金の

実態とその乖離の解消についてでございます。

これは農業委員会の会長に伺います。 

  現在、収穫については現行840円ということ

なんですけれども、実際は1,000円から1,200円

ぐらい、箱詰めについては現行750円というこ

となんですが、実際のところ800円とか1,000円、

こうしたものがハローワークやＪＡアグリヘル

パーの募集の実態ではないかと思います。新聞

広告やタウン誌などでも掲載されていますけれ

ども、こうした賃金というのは実態からすれば

200円から300円の開きがあって、この840円、

750円というのは最低賃金的なものとなってお

ります。 

  農家のためとはいえ、毎年どのように改定さ

れてきているのか。標準協定表策定委員会での

議論などはどのようにされているのか、お伺い

したいと思います。 

○内藤 明議長 木村農業委員会会長。 

○木村三紀農業委員会会長 お答え申しあげます。 

  ただいま渡邉議員の御質問に対しまして、本

市の農業労働賃金等標準協定表につきましては、

農業委員会初め関係行政機関と各種農業団体等

で構成する農業労働賃金等標準協定表策定協議

会を設置して会議により策定しているところで

あります。 

  会議の内容としましては、山形県地域別最低

賃金や近隣市町の標準協定表の状況等を鑑みな

がら協議を行い決定しております。 

  標準協定表の料金は、最低労働賃金としての

意味合いが大変強いため、実態と開きがあるこ

とも認識しておるところであります。特にさく

らんぼ作業につきましては、短時間に労働力の

需要が大変多くなることから、作業条件が各農

家ごとにばらつきが大変大きいことも実情かな

と思っております。平均的な賃金をあらわすこ

とが非常に難しいためとなっております。 

  今後とも、これらの社会情勢による景気の動

向、山形県地域別最低賃金、近隣市町の標準協

定の状況などを総合的に勘案しながら、雇用す

る側と雇用される側、それぞれから理解いただ

けるような標準協定表の策定に努めてまいりま

す。 

  参考までですけれども、農業賃金等標準協定

表策定協議会の構成メンバーでありますけれど

も、会長が農業委員会の職務代理者がなってお

ります。そのほかに西村山農業技術普及課長、
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あとＪＡさがえ西村山協同組合常務理事、寒河

江市果樹振興協議会長、寒河江営農生活センタ

ー水稲部会長、寒河江市農事実行組合長連絡協

議会長、寒河江市認定農業者協議会長、寒河江

市農業士会長と寒河江市の農林課長といったメ

ンバーで構成しているところであります。以上

であります。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。実際の

ところ、最低賃金的な意味合いが強いんだとい

うふうなお話ですけれども、このほかにも、農

家が支払う賃金のほかに傷害保険、通勤手当、

朝食や昼食の提供、休憩時のコーヒーや茶菓子、

あとなおらいの飲食や湯治の旅行などもされて

いる、そうしたサービス競争が激化して、優秀

な人材確保のため、先ほど箱詰め作業はそれぞ

れ流派があるというふうなお話でしたけれども

そのとおりでありまして、あの手この手で涙ぐ

ましい努力をして来シーズンの契約まで年内に

取りつけているのが実態であります。 

  それで、ここに今回の議会への請願書があり

ますけれども、これは米をめぐる情勢というこ

とで平成30年産以降の米政策の見直しに関する

請願についても関連しますので、こうした農業

をめぐる厳しさをきわめていると、ＪＡ水稲部

会からもこうした形で出されるのは、やはり農

業の未来のため社会の仕組みを変えていくこと、

今の制度を見直すというふうなことがやっぱり

大事だと私も思っています。 

  先ほどの農業者収入を労働時間で割った時給

というのは、例えば最低賃金時給1,000円だと

しても、2,000時間を働くとすれば年間200万円、

これは労働界でいうワーキングプアに属してい

るわけでありまして、名実ともに日本一さくら

んぼの里をいうとすれば、しっかり私は1,000

円が本来の労働力の再生産費としてできるもの

ではないかというふうに思いますし、こうした

米政策にもつながっていくんではないかと思い

ます。ぜひ、農家の労働力確保のサポートを今

後ともお願いをしたいと思っています。 

  さて、時間のほうも限られてきましたので、

最後の通告番号６番、スポーツで流す汗が輝き、

笑顔の花咲く魅力あるスポーツ振興のまちづく

りについて御質問をさせていただきたいと思い

ます。 

  今回（１）のみどりの基本計画策定について

でありますけれども、それと寒河江公園の整備

についての関連でございます。 

  今回、都市計画マスタープランができまして

この中の市民アンケート、学生アンケートには、

学生アンケートというのは中学生、高校生から

のアンケートには、平均して、ベスト３に未来

の都市像ということで、スポーツが盛んなまち

というものを若者は目指したいというふうにお

っしゃっています。あと、どの地区でもまだま

だスポーツ施設の整備が不十分という回答が出

ています。 

  それで、ここで質問なんですけれども、寒河

江公園整備に関係して、古くなった丸太木が長

岡山の通路の障害物となっているところもあり

まして、非常に愛好家というかランナーとかジ

ョガーなど、あるいはウオーカーなどの支障を

来しているということで、ぜひこれから段差な

しの散策道、あるいはクロスカントリーコース

などもできるようなバリアフリーの芝生使用を

この計画に盛り込むべきではないかと思ってい

ます。 

  それで、第６次振興計画の前期アクションプ

ランの中にも、今年度基本計画を策定すると明

記されておりますけれども、ぜひどのように進

めておられるのか伺いたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御質問、みどりの基本計画策定

と寒河江公園の整備についてという御質問であ

りますけれども、このみどりの基本計画という

のは都市計画区域内の緑地の保全、それから緑
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化の推進、そして都市公園の整備を総合的に推

進するための基本計画ということになっており

ます。 

  現在、寒河江公園、さらにはチェリーランド

も含めた全体の都市公園について、住民の皆さ

んの意向などに基づいて環境保全系統、それか

らレクリエーション系統、防災系統、景観形成

系統の４つの役割別に解析評価を行って課題を

整理しながら、年度内の計画策定に向けて鋭意

進めているところでございます。 

  寒河江公園の整備については、御案内のとお

り寒河江公園の再整備基本計画に基づいて、さ

きにアクセス道路を整備いたしました。５月に

暫定形での供用開始をしているところでござい

ます。今年度から、さらにさくらの丘整備など

についても順次整備を進めていく計画になって

おります。そういった意味で、御指摘のあった

ところなども順次整備をしていきたいと考えて

いるところでございます。 

  その整備、公園内の散策路、沿道などについ

て、再整備計画の基本方針に基づいて、御指摘

のような高齢者の皆さんや障がい者の皆さんに

優しい、いわゆるバリアフリー的な整備を実施

するというふうに考えているところでございま

す。クロスカントリーコースの整備については、

今のところこの計画にのっておりませんけれど

も、今後ニーズなどをお聞きしながら研究をし

ていくということで考えているところでござい

ます。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。今の市

長の答弁にもありましたけれども、アクセス道

整備でかなり便利になったというふうな声が出

されています。一方で、伐採されたブナや松な

ど樹木が再生するには非常に多くの年月が必要

でありまして、豊かな自然を破壊しないように、

できるだけ緑化、自然の保護の視点で整備を願

いたいと思っております。それで、今ありまし

た寒河江公園、チェリーランドも含めた都市公

園の構想に向けては、ぜひ市民からの意見は尊

重していただきたいと思っています。 

  さて、（２）の市陸上競技場と市野球場整備

の検討状況について、教育長に御質問させてい

ただきます。 

  市の小学校、中学校の陸上競技大会の開催場

所として、今現在、寒河江南部小学校のグラウ

ンドとか、中学校は県の総合運動公園というこ

とになっております。さまざまな困難な実態も

出されていますけれども、今現在の状況を近隣

の県内の自治体13市の状況なども含めてお聞き

したいと思います。 

○内藤 明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 小中学校の陸上競技大会の開

催場所ということでございますが、県内の各市

の小学校の陸上大会の開催場所でございますけ

れども、山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新

庄市、長井市、そして天童市の７つの市が市の

陸上競技場などの公営の施設で開催しておりま

す。 

  それから、上山市、村山市、東根市、尾花沢

市、南陽市の５つの市が、本市と同様に小中学

校のグラウンドを使用して開催していると、こ

ういうことをお聞きしております。 

  また、西村山地区の中学校の陸上大会につき

ましては、御承知のことかと思いますけれども、

寒河江高等学校に第４種公認グラウンドが完成

した当時は、寒河江高校のグラウンドにて行っ

ていたようでございます。しかし、寒河江高校

のグラウンドは第４種の公認グラウンドではあ

りますけれども、土のグラウンドであるために、

雨天でも学校行事等の関係で延期ができない、

また中止とすることができないなどのことから、

現在は全天候型の公認グラウンドであります天

童市にあるＮＤソフトスタジアム山形にて大会

を開催していると聞いております。 

  それから、県内の他地区の中学校の陸上大会
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の開催状況でございますが、ほとんどが地区内

にある公認グラウンドにて開催されているよう

であります。しかし、諸事情によりまして、北

村山地区は天童市にある西村山と同様、ＮＤソ

フトスタジアム山形にて開催し、南陽東置賜地

区は米沢市営陸上競技場ということで、地区外

の公認グラウンドにて開催しているようでござ

います。 

  このように、県内の小中学校の陸上大会の実

施状況を見てみますと、それぞれの地域の施設

の状況とか学校行事等との関係を考慮して大会

の開催場所というものを選定しているというふ

うに認識をしております。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 時間がありませんのでちょっと

はしょりますけれども、ぜひ寒河江本市のそう

いった施設整備が進んで、市内で開催できるこ

とを願っている一人であります。 

  それで、もう一つが、施設の老朽化対策と安

全確保について市長に御質問したいと思います。 

  市長からは、３月２日の議会の中でも御答弁

をいただいておりまして、その優先順位を上げ

て何とかこの整備に向かって総合的に検討して

いくんだというふうな御決意もいただいている

わけですけれども、その後の具体的な検討状況

についてはいかがでしょうか、お伺いしたいと

思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ３月に御答弁をして、今９月１

日なので、なかなかどの程度進んでいるかとい

うことを具体的には申しあげられませんけれど

も、確かにいろんな公共施設があるわけであり

ますけれども、特にその中でも寒河江市のスポ

ーツ施設、とりわけ陸上競技場、それから野球

場の整備については、これまで長年にわたって

市民に親しまれてきた施設でございますので、

そういった両施設についてできるだけ早い段階

でその方向性を決めていくということを今して

いるところでございます。個別の施設の整備の

方針をできるだけ早く決めていくということで

努めていきたいと考えております。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひ見える形でお願いしたいと

思いますし、まちづくり基金の約９億円の一部

をそうしたものに充てて活用できるんではない

かというやっぱり方策もあると思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  さて、最後の質問になります。（３）のチェ

リーランド再整備計画についてでございます。 

  今年度の予定では、ここは特に要望のほうが

多いんですけれども、ただチェリードームを解

体撤去するのではなくて、さらに英知を結集し

て再利用を考えてはどうかと。スポーツクライ

ミングとかアウトドアキャンプ、農業分野や防

災施設などの再整備計画の一つにすべきでない

かというふうな市民の声もございます。老朽化

したスポーツ施設の更新整備や公衆トイレ増設、

シャワールーム新設なども要望として市民から

上がっておりますので、ぜひこうした部分につ

いても御検討をお願いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 チェリーランドの再整備につい

ては、多くの方からアンケートなどもいただい

ております。 

  そういったことを踏まえながら、先ほど御指

摘ありました、特にドームなどについては解体

のみならずリニューアルなどについても御意見

をいただいておりますから、そういう御意見を

踏まえながら、さらに具体的に整備を進めてい

く中で、ワークショップなども実施して、チェ

リーランド全体の計画、再整備計画を策定した

いと。そして、魅力ある観光拠点としてさらに

充実を図っていきたいと考えているところでご

ざいます。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。本市の
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未来都市像の中でも、やっぱり若者が元気にス

ポーツで活躍できるような、そうした整備に向

けて今後とも努力をお願いしたいと思います。 

  以上で私の質問を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。 

 

杉沼孝司議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号７番から９番までにつ

いて、13番杉沼孝司議員。 

○杉沼孝司議員 皆様、こんにちは。 

  ことしの天候は、７月まではさくらんぼの収

穫時期など、ことしは最高の天気だと大変喜ん

でいたところでありましたが、８月に入りまし

て、毎日曇りや雨の日が多く日照不足になって、

８月11日から20日までの日照時間が、平年比で

山形市が24％、米沢市29％、新庄市46％になっ

ているとの報道がありました。さて、当市は

何％ぐらいになっているのか。日照不足による

未登熟や病害が懸念され、我が市の基幹産業で

ある出来秋の農産物の収穫に平成５年のような

異変がなければいいがと願うものであります。 

  しかし、明るいニュースとして、午前中の質

問にもありましたが、それこそ我が市の基幹作

物でもあるさくらんぼの収量と産出額が過去最

高を更新する見込みになるとの報道もあったよ

うです。暗いことばかりに目を向けないで、明

るい未来に進む気持ちでいかなければと思って

いるところであります。 

  さて、しばらくぶりでの一般質問で、中身が

ちぐはぐになるところがあると思いますが、市

民のためよろしくお願いいたします。 

  通告番号７番、本市における熊、イノシシ、

カラスなどの被害状況についてお伺いします。 

  私が平成27年３月に質問させていただいたと

きの被害は、カラスやムクドリ、熊による被害

はあるが、イノシシではまだないということで

した。 

  今では清流寒河江川が釣りのメッカとなって

おります。アユへのカワウによる被害もあると

聞いておりますが、現在ではどうなのか。 

  そのとき、イノシシの繁殖力の旺盛さなども

申しあげました。昨年の11月１日には、市内の

住宅街にまでイノシシが出没しております。幸

いにして人に対する被害がなかったのが不幸中

の幸いと思います。 

  熊などは、テレビ、新聞を見ておりますと目

撃情報が毎日あり、農作物への被害だけでなく、

人や建物への被害が報道されております。 

  そこで、我が市の熊やイノシシ、カワウ、カ

ラス等の状況はどうなのかをお聞きしたいと思

います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 杉沼議員からは、有害鳥獣対策

ということで、寒河江市における熊、イノシシ、

カラスなどの被害状況についてのお尋ねがござ

いましたが、もちろん寒河江市だけでなくて全

国的に大変大きな問題になっているわけであり

ます。 

  平成28年度の野生鳥獣による農作物の被害状

況調査によりますと、寒河江市における農作物

に対する被害総額は約5,860万円であったとこ

ろでございます。この調査は、平成27年度では

約5,050万円ということでありましたので、比

較いたしますと約800万円、１年で増加してい

るということでございます。 

  それで、平成28年度の被害の内訳といたしま

しては、ムクドリによる被害額が一番多く、約

1,760万円。これは27年度から比べると200万円

ほどふえている状況でございます。熊による被

害額は約1,290万円、これは２番目であります。

平成27年度から比べると300万円ほどの増加で

ございます。 

  具体的に市に相談が寄せられた被害の状況を

申しあげますと、熊については平成28年度は食

害や枝折れなどの樹体への被害などが16件相談
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が寄せられて、そのうち13件について、鳥獣被

害対策実施隊に出動していただいて、６頭を捕

獲しております。今年度についてもこれまで４

件の被害相談が寄せられて、全てにこの実施隊

に出動していただいて、１頭を捕獲している状

況でございます。 

  それから、イノシシの被害でありますが、昨

年度について、中央工業団地でイノシシが捕獲

されたところでございますが、ことしに入って

からも７月に醍醐地区でタケノコの食害やヒメ

サユリ、ヤマユリの球根の掘り起こし、さくら

んぼ園地での土の掘り起こしなどの被害が報告

なってございます。前回の御質問で、杉沼議員

には被害がまだ報告なっていないということを

申しあげましたが、寒河江市におきましてもイ

ノシシによる被害が身近になってきているとい

うふうになってございます。ただ、水稲への被

害というのはまだ報告をされておらないんであ

ります。 

  それから、カワウの被害でございますが、最

上川及び寒河江川を管轄する最上川の第一漁協、

それから第二漁協に確認をいたしましたところ、

特に第二漁協においては、昨年の28年度にアユ

やカジカなどについて、被害額にして約530万

円の食害被害が発生しているということでござ

いました。アユについては、稚魚を放流してい

るわけですけれども、せっかく放流をしても、

同じ場所に集団でとどまるアユは習性があると

いうことで、カワウの被害に遭いやすいという

ようなことがあります。そういうことで、アユ

が隠れる場所として川底に竹を設置したりして

対策を講じております。また、ロケット花火に

よるカワウの追い払いなどが効果があるという

ことで対策を行っているということでございま

す。 

  それから、最後にカラスの被害でございます

が、平成28年度は果樹の食害を中心にして640

万円の被害が寒河江市で報告されております。

最近、カラスが一部市街地の電柱や街路樹に夜

間集団で飛来して、ふんや鳴き声などによる生

活環境の被害が問題化しているということも報

告をされているところでございます。 

  以上、被害状況について概略的に申しあげま

した。 

○内藤 明議長 杉沼議員。 

○杉沼孝司議員 ありがとうございました。 

  それでは、まずイノシシについても、先日イ

ノシシに対する研修会などもありましたが、ま

ちの中の荒らされているところなんていうのは、

いいイノシシのすみかだというふうな話なども

ございました。今後、ますます被害が心配され

ますので、その対応については今後どのように

されていくかについてでございます。 

  まず、熊について、報道によりますと、先ほ

どもありましたが、青森県では全県に熊出没注

意報が出され、秋田県では目撃情報が928件に

なるとの報道などもありました。特に、熊は草

木の生い茂っているところや木の上、キャンプ

場にまで出没していると。パトロール隊がパト

ロール中に２度遭遇するなど危険な状況となっ

ているようです。 

  我が市でも、報告があっただけでも相当あり、

熊おりなども設置しておりますが、被害届のな

いものも相当あるものと思われます。今後、ど

のように対応していくのか伺いたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 熊対策でございますけれども、

熊については農作物の被害のみならず、人的な

被害のおそれも大変懸念されるわけであります

ので、先ほどから申しあげておりますが、鳥獣

被害対策実施隊の皆さんから積極的に出動して

いただく、そういう要請をさせていただいてお

りますし、周辺の住民の皆さんへの注意喚起、

そういう情報が入りましたら直ちに広報車を出

して注意喚起をしているところでございます。 

  また、杉沼議員からは、報告されていないよ



 - 52 - 

うな被害も相当あるのではないかというような

御指摘もいただいているわけでありますけれど

も、熊対策のわなの設置に対して、その際餌も

設置をするわけですけれども、餌代も設置の回

数が多くなるとばかにならないというようなと

ころもありますので、市のほうでその餌代につ

いては負担をさせていただいて、地元負担をな

くして、何とかそういう対策を円滑に、そして

効果のあるような取り組みを地域の皆さんと進

めていくことで実施をしていきたいと考えてい

るところでございます。 

○内藤 明議長 杉沼議員。 

○杉沼孝司議員 熊の出没については、実施隊に

積極的に対応してもらうというふうなことであ

りますけれども、猟友会の実施隊の人数も非常

に減ってきております。最近、若い人が若干名

出ておりますが、寒河江市内で34名おりますが、

そのうち西川町とか朝日町のほうに行っている

方もおりまして、現在24名の方が寒河江市内の

実施隊に所属しているということでありまして、

これも勤めながらでありますから、非常に大変

だという話を聞いております。したがいまして、

熊あるいはイノシシの出没に対して、すぐさま

ただ単に実施隊に頼めばいいというわけばかり

にもいかないというんじゃないかと思います。 

  そんなこともありまして、その辺の実施隊の

猟友会ですね、狩猟者につきましても、市の職

員なり、あるいは県職員でも誰でもいいですか

ら、ふやせるような方策、施策も必要ではない

かなと思っておるところであります。 

  次に、イノシシについて御質問申しあげます。 

  先ほどもありましたが、以前私が質問したと

きにはイノシシによる被害の報告はまだないと

いうふうなことでありましたが、その生態系か

ら爆発的な増加と被害を警鐘したわけでした。

今後の対応について、どのようにされていくか

お伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 イノシシについては、直接的な

農作物の被害だけでなくて、例えば水田の畦畔

が掘り起こされるなどということで、被害も、

そういう報告も受けているところでございます。 

  先ほど御指摘のとおり、今後の状況において

は、寒河江市でも農業被害が爆発的に拡大する

というおそれがありますので、未然に被害拡大

を防ぐ対策をとっていくということが大変重要

であると思っております。 

  具体的には、捕獲による生息数の管理という

のがやはり必要であると考えるわけですが、こ

の捕獲に当たりましては、先ほど杉沼議員から

もありましたが、実施隊の隊員の皆さんはイノ

シシ捕獲の経験のある方が非常に少ないという

状況にあるというふうにも聞いております。そ

ういう意味で、もちろん実施隊の隊員の皆さん

をなるべく育成していくということと同時に、

イノシシの生態、あるいは捕獲方法などを学ん

でいただいた上でイノシシの捕獲が可能なよう

な体制づくりをしていかなければならないとい

うふうに考えているところであります。 

  それから、捕獲と同時に、やはり熊もそうで

すけれども、熊、イノシシなどの農作物の被害

を防ぐためには、耕作地への侵入を防ぐという

ことも手だてとしては有効であります。そのた

めの電気柵の設置というのが大変有効であると

認識しておりますので、講習会を開催しており

ますけれども、さらに補助制度などを設けて、

農家の皆さんへ電気柵の設置普及を進めていき

たいと考えているところでございます。 

○内藤 明議長 杉沼議員。 

○杉沼孝司議員 ぜひイノシシ対策には本腰を入

れていただきたいものだと思います。イノシシ

も、なかなか警戒心が非常に強くて、なかなか

おりを設置しても捕まえることが非常に難しい

と、困難だということでございました。 

  しかし、本当に捕まえる気になったら、やっ

ぱりイノシシとお友達になるぐらいの気持ちで
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やればできるんじゃないかと思います。それに

は労力と時間が非常にかかると思います。しか

しながら、それをできるだけ早くからやってい

かないと後で大変なことになる。何でやらなか

ったのかとならないように、何とかしなきゃな

らないなというふうに、しなくてはというふう

に思っておるところであります。 

  次に、カラスやカワウについてお伺いします。 

  カワウについて先ほど市長の御答弁の中にあ

りましたけれども、カラスなどもありました。

しかし、カラスは市内各地で、やはりまちの中

でも電線や立ち木にとまり、下の歩道などをふ

んで真っ白にして、非常に景観を悪くしており

ます。 

  それで、追い払いますと、今度は次に来るの

がムクドリです。ムクドリが大群で夜中も鳴い

ていると。そして、カラスはどこにいるかとい

うと、もう一歩高い高圧線の上で眺めていると。

そして、時間が来ると下におりてくると、こう

いうふうなカラスの賢いやり方のようでありま

す。 

  同僚議員の質問に、一時的な追い払いでは隣

接する市町村に逃げ込むだけで、いずれまた戻

ってくるというふうなことで、広域連携共同対

策などの御答弁がありました。山形市が周辺の

カラスを猛禽類によって追い払いをしている報

道がありましたが、これとていずれまた戻って

くるものと思います。 

  そこで、我が市では今後どんな対応をされる

のか伺いたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 カラスの被害対策ということで

お答えをしたいと思いますが、カラスの被害に

ついては農業被害もさることながら、生活への

被害というんですか、生活環境への被害という

のが課題として大きいのではないかと思います。 

  御指摘のように、追い払うだけではなかなか、

また戻ってくるというようなことがあるわけで

ありますけれども、まずは被害防除対策あるい

は追い払いなどを実施することにして、それに

よっても被害が防止できない場合には、捕獲と

いうのが認められるというふうになっているわ

けでございます。 

  そういう意味で、まずは被害を防除する対策、

そのためにはカラスなどが集まらないような、

集まるような場所をやはりなくしていくという

ことがまず第一義的だと思います。そのために

は、生ごみの適切な管理、あるいは畑などに残

された、とり残した未収穫物などは撤去してい

く、そういう取り組みもしていかなければなら

ないと思っているところでございます。 

  その上で、さらに追い払いなどの対策を、こ

れは町内会の皆さんの御協力をいただかないと

なかなか進めていけませんけれども、そういう

ことを進めていけるように相談をさせていただ

きたいと考えているところでございます。 

○内藤 明議長 杉沼議員。 

○杉沼孝司議員 今ありましたように、カラスは

なかなか利口な、我々よりも利口じゃないかな

と思うぐらい利口な鳥でありますので、やはり

追い払いだけではどうしようもないと思います。

したがいまして、個体数の調整についても考え

ていかなければならないんじゃないかと。 

  それで、鶴岡市では、おりによる捕獲により

個体調整を行っているようですが、これについ

てもやはり追っ払ってそれで来なければいいと、

隣のまちでは必ず被害があるわけでありますか

ら、それで果樹等に対する被害は、まず今盛ん

に収穫されております桃などに、一度見つけた

らそこに集中して来るようになるんですね。 

  それから、ブドウ。ブドウの棚の下のほうに

まで入っていって、やっぱりつついていると、

落とされたというふうな話をしょっちゅう聞い

ておるわけであります。 

  したがって、追い払いだけじゃなくて、鶴岡

市のように頭数、羽数を削減するというか、個
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体数調整を図るなどは考えられないかというこ

とでございますが、これについてはいかがでし

ょうか、伺います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 カラスの個体数調整についてお

答え申しあげますが、先ほどもお答えいたしま

したが、カラスの捕獲については被害防除対策

あるいは追い払いなどによって被害などが防止

できない場合には必要な範囲内で行うことがで

きるとされているところでございます。そうい

う意味で、どうしてもという場合には実施をし

ていかなければならないというふうに考えてお

りますが、昨年ある町会から、カラスの環境被

害について相談を受けて、市のほうでロケット

花火による追い払いを実施いたしたところ、一

定の効果があったというようなことも報告がご

ざいました。 

  そういう意味で、箱わななどを設置して捕獲

をするという個体数調整ということに考えてい

くためには、大変経費もかかっていくというこ

とがありますから、その以前にやはりいろんな

取り組みをして、また全国的に見るともちろん

寒河江ばっかりの話ではありませんので、いろ

んな対策を講じているところもありますから、

そういうところの状況なども聞いて、情報収集

を図りながら対策を講じていくことにしていき

たいと思いますし、どうしてもという場合には

箱わななどの捕獲などについても検討していか

なければならないと考えているところでござい

ます。 

  それから、カワウについてお答えを申しあげ

ておりませんでしたが、先ほども申しあげまし

たが、これまで漁協のほうで独自の対策、対応

策を講じてきていただいておりますが、寒河江

市の次の鳥獣被害防止計画、これは来年度から

３カ年の計画をまたつくることにしております。

そういった意味で、今年度、次期鳥獣被害防止

対策を策定するということになりますので、そ

の中で漁協のほうからも具体的な被害の実態、

あるいは対応策などについて御意見をお聞きし

た上で、これからの鳥獣被害防止対策の計画、

鳥獣被害防止計画の中に反映させていきたいと

いうふうに考えております。 

○内藤 明議長 杉沼議員。 

○杉沼孝司議員 わかりました。ぜひ、追い払い

でどうしてもだめなときには、個体数調整、箱

わなというようなこともありました。ロケット

花火が効果的であるというのは、市外に出ると

いいんですが、まちの中ではロケット花火も飛

ばせないというふうな問題もあるわけでありま

す。以前、郵便局の近くにカラスがとまって困

ったと。花火でも上げたらいいと、町なかで上

げらない、まったくだっけなと思っております。

そんなこともありまして、どうしようも、生活

環境に非常に悪いというようなときには、ぜひ

そんなことを、おりによる捕獲なども検討をし

ていただきたいものだと思います。 

  昔は、ムクドリの被害防止というか、有害駆

除のときにカラスなども一緒にしたわけであり

ますけれども、今それも非常に少なくなってほ

とんどなくなっているというような状況であり

ますので、個体数調整も箱わな等を使わなけれ

ばだめなのかなというふうに思われますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、通告番号８番、耕作放棄地と荒廃農地

について御質問させていただきます。 

  これにつきましても、27年３月に質問させて

いただいたときには、耕作放棄地が平成21年か

ら５年間で38.2ヘクタール解消されたという御

答弁をいただきましたが、耕作放棄地総面積は

わからなかったように思います。私が独自に調

査したものによりますと、平成26年度で86.9ヘ

クタール、平成28年度で72.5ヘクタールと、耕

作放棄地が減ってきている数字でありますが、

実際山野を見て歩きますと、我が市の基幹作物

であるさくらんぼ畑まで放棄されているものが
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見受けられます。本当に耕作放棄地が数字のよ

うに減っているのか、耕作放棄地の基準はどの

ようなものなのか、現在本市の耕作放棄地はど

のようになっているのか教えていただきたいと

思います。 

○内藤 明議長 木村農業委員会会長。 

○木村三紀農業委員会会長 お答え申しあげます。 

  今の質問につきましては、27年の３月に同様

の質問があったと記憶しております。 

  現在、耕作放棄地と荒廃農地につきましては、

大きく分けて２つあると考えております。周辺

と比べ利用程度が著しく劣っている遊休農地と、

耕作放棄により通常では農業が不可能になって

いるものを荒廃農地と考えております。 

  荒廃農地と遊休農地につきましては、先ほど

からありましたように、有害鳥獣の巣窟となっ

ていることもありますので、農業委員会として

も解消に向けて努力しているところであります。 

  本市につきましては、毎年８月下旬から９月

の中旬にかけまして、農業委員会、農林課、農

協及び農地利用改善組合等の関係機関により農

地パトロールを実施しまして、耕作放棄地の調

査等を行っているところであります。 

  28年度の調査結果では、市全体で70.6ヘクタ

ールの耕作放棄地が存在しており、27年度より

6.26ヘクタール減少しているとしております。

また、荒廃農地は市全体で66.23ヘクタールと

なっており、27年度より2.23ヘクタール減少し

ていると考えられます。 

  また、この荒廃農地につきましては、農地に

戻ることが不可能という意見もあることから、

農業委員会としても非農地証明、あと山林に戻

すというふうな措置も今議論しているところで

あります。 

○内藤 明議長 杉沼議員。 

○杉沼孝司議員 ただいまの耕作でないな、荒廃

農地ですか、それを農地に戻すことが不可能な

ところ、これは何に戻すと言ったんだか。田ん

ぼにと言ったのかな。 

○内藤 明議長 木村農業委員会会長。 

○木村三紀農業委員会会長 荒廃農地につきまし

ては、山林等に戻す、非農地にするということ

であります。 

○内藤 明議長 杉沼議員。 

○杉沼孝司議員 耕作放棄地や荒廃農地について

は、まちの外、外縁だけでなくてまちの中にも

そういうところが見受けられると。そうします

と、先ほど申しあげましたイノシシなどの格好

のすみかになると。イノシシはそう遠くに行か

ないそうです。エリアが何キロメートルとある

んじゃなくて、１カ所、少しその荒廃農地みた

いなのがあれば、やぶがあれば、そこに好んで

すむというふうな性質なものだそうです。 

  したがいまして、山林、原野に戻すだけじゃ

なくて、やはりその辺はきれいに何とか刈り払

いをしてもらって、イノシシなどの被害に遭わ

ないような方策をとっていただけたらいいんじ

ゃないかと思ったところであります。 

  さて、耕作放棄地は荒廃農地については、農

地全体に対して固定資産税が一部免除されてい

ると聞いているところですが、今後荒廃農地に

は免除されないと報道されたことがあります。

これでは農家の負担がふえることになると思い

ますが、荒廃農地の状況、まちの中も含めて、

その辺の郊外の荒廃農地だけじゃなくて、まち

の中の荒れ地なども調査しているのかどうなの

かを、わかれば教えていただきたいと思います。 

○内藤 明議長 木村農業委員会会長。 

○木村三紀農業委員会会長 今の質問であります

けれども、市内の農地につきましては、先ほど

言いましたけれども、各地区の農業委員、あと

農地利用改善組合の方々と一緒になって全市内

の市街関係なく調査しているところであります。 

  また、数字につきましては、先ほど申しあげ

ましたとおり、市全体で66.23ヘクタール、27

年度より2.23ヘクタール少なくなっているとい
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うところでございます。以上であります。 

○内藤 明議長 杉沼議員。 

○杉沼孝司議員 わかりました。極力、耕作放棄

地などは出ないように、荒廃農地なども出ない

ようにしていただければと思います。 

  次に、誰しも耕作放棄を喜んで、好んでする

わけではないと思いますが、耕作放棄地や荒廃

農地はなぜ発生するのか、その要因などについ

て教えていただければと思います。 

○内藤 明議長 木村農業委員会会長。 

○木村三紀農業委員会会長 お答え申しあげます。 

  質問の耕作放棄地及び荒廃農地の要因につい

てでありますけれども、荒廃農地が発生する要

因については、27年４月に公表されました農林

水産省耕作放棄地対策に関する意向及び実態把

握調査において、高齢化等による労働力不足が

23％、土地持ち非農家の増加が16％、農産物価

格の低迷が15％でありました。 

  また、山形県が平成25年度に実施した耕作放

棄地発生原因市町村アンケートによりますと、

担い手、受け手や後継者がいない、農地までの

通作条件が厳しい、作付した作物がもうからな

い、区画が不整形、小面積であるが主な発生原

因であるとの集計結果も出ております。 

  当市におきましても、発生原因は国や県の調

査結果と同様であると考えております。 

○内藤 明議長 杉沼議員。 

○杉沼孝司議員 次に、耕作放棄地への対応は、

再生による解消しかないと思いますが、今後の

対応策について御所見をお伺いいたします。 

○内藤 明議長 木村農業委員会会長。 

○木村三紀農業委員会会長 お答えいたします。 

  今後の対応につきましては、耕作放棄地の解

消策につきましては、パトロール活動などを通

して遊休農地等の情報収集に努めるとともに、

農地の受け手を確保し、適正な農地の管理を図

ることが重要だと考えております。 

  ことし７月25日、農業委員会が新たに委嘱し

ました農地利用最適化推進委員の主な業務は、

担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄

地の発生防止・解消、新規参入の促進でありま

す。つきましては、農業委員と推進委員が連携

し、農地等の利用の効率化及び高度化を図り、

耕作放棄地の再生に努めてまいりたいと考えて

おります。 

  また、農業委員会では平成22年ですか、24年

に耕作放棄地再生プロジェクトチーム等も設置

しております。そんな中で、最近ここ何年かは

実際に活動しておりませんけれども、今後は今

言ったような推進委員も新たにふえましたこと

ですから、連携して耕作放棄地の再生に向けて

活動してまいりたいと考えております。 

  また、遊休農地の所有者に対しましても、意

向調査を行うとともに、耕作放棄地対策事業や

農地中間管理機構の利用を進めてまいります。 

  今後におきましても、関係機関と連携し、遊

休農地の解消を図ってまいりたいと思いますの

で、御協力をよろしくお願いしたいと思います。 

○内藤 明議長 杉沼議員。 

○杉沼孝司議員 それでは、次に耕作放棄地を健

康食品栽培などへの利活用について伺います。 

  耕作放棄地の発生は、先ほどもありましたが、

農家の高齢化や果樹など高いところに登る不安

など、さまざまなことがあると思います。 

  平成27年３月には薬用作物について質問しま

したが、今回は薬草作物について質問させてい

ただきます。 

  植物の利用には、健康維持・増進のため食事

として食べる方法と、調子が悪いとき、病気や

症状があるときにその改善のために用いる方法

があるようです。その方法は、お茶にする、煎

じる、乾燥粉末、薬酒など、その薬草によって

いろいろな使用法があるようです。私が今わか

っているだけでも77種類ほどあるようです。実

際には、それ以上まだまだあるのではと思いま

す。その薬効も、動脈硬化、脳溢血などの予防
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や後遺症の改善、糖尿病、リウマチ、腰痛、関

節症など多種にわたるものです。 

  耕作放棄地を低層で育てられ薬にもなる薬草

栽培に活用し、耕作放棄地の解消につなげるべ

きと思いますが、いかがですか。さらに、医療

費の削減にもつながると思います。市長の御所

見をお伺いします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 耕作放棄地を健康食品栽培地に

活用してはどうかというような御質問でござい

ましたけれども、薬草の栽培というのは全国各

地で古くから行われてきたわけであります。ま

た、ネギとかショウガなどのように現在は野菜

であるものも、古くは薬として栽培されていた

ということが、いろんな野菜にあるわけであり

ます。今でもアロエとかオトギリソウとかウコ

ンなどのように民間療法の原材料として自家消

費を目的に栽培されているということでありま

すが、出荷販売を目的に栽培する場合は、やは

り製薬会社などと連携して委託栽培を行ってい

るというのが一般的なようでございます。 

  耕作放棄地を対象にして薬草栽培をどうかと

いう御提案でありますけれども、そういった意

味で費用対効果を考えますと、出荷販売を目的

とした事業というふうに思われます。 

  現在、寒河江市のほうで取り組んでおります

のは、薬用作物産地化推進事業というものを進

めておりますので、そういった中でいろいろ検

討していく必要があると考えているところでご

ざいます。 

○内藤 明議長 杉沼議員。 

○杉沼孝司議員 それでは、次に通告番号９番、

薬用作物産地化推進事業についてお伺いします。 

  ただいま市長の答弁の中にありました薬用作

物産地化推進事業がありましたが、28年度予算

に計画されておりました薬用作物産地化推進事

業について、決算では予算の半分、10万円が補

助金として支出されておりますが、その事業内

容についてお尋ねしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この薬用作物産地化推進事業に

ついては、中山間地における特用農産物として

の薬用作物の研究と耕作放棄地の解消を図るこ

とを目的にして、昨年度、28年度から始めたも

のでございます。 

  薬用作物という一口に申しあげましても、日

本の医薬品基準書である日本薬局法に記載され

ている200品目を超える生薬を含む作物を指す

ということになってございます。 

  現在、日本国内の生薬原材料の約８割は中国

に依存しております。昨今は中国の国内の需要

量増加のあおりを受けて、日本国内の安定的な

材料調達が大変困難になっているというような

ところで危惧されておりますことから、国内産

の材料生産拡大が求められているという状況に

ございます。こういう状況のため、市場の拡大

が見込まれる薬用作物を産地化を目指して、28

年度は薬用作物の圃場整備に対して10万円の補

助を行ったところでございます。 

○内藤 明議長 杉沼議員。 

○杉沼孝司議員 私は77種類だったけれども、

200種類以上、やっぱり相当数の薬草というか

薬用作物があると思います。 

  それで、今ありました中山間地の特用作物で

すか、それらのこれまでの経過と現状について

教えていただければと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 28年度から実施をしているわけ

でありますけれども、事業推進についての検討

をするに当たって、平成27年度から文献あるい

は事例などのデータ収集を行い、また農水省主

催の会議にも積極的に参加してまいりました。 

  それで、平成28年度には研究を継続するとと

もに、国の機関であります薬用植物資源研究セ

ンターと交渉して、種芋の譲渡と栽培技術の指

導を受けたところでございます。そして、中山
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間地域である田代地区と幸生地区の両地区に対

し事業化について協議をしたところ、田代地区

から実施要望をいただいたものでございます。 

  先ほど回答申しあげましたが、昨年度にブシ

と呼ばれる薬用作物の圃場整備を行い、現在は

昨年暮れに植えつけした種芋の管理などを行っ

ておりますが、冬期間においては作物への影響

を考え積雪量の観測も実施しているところでご

ざいます。 

  薬用作物の栽培方法、さらには栽培技術につ

いては、まだまだ手探りの要素が多いわけであ

りますので、農林水産省でも、生産者からの相

談窓口や生薬メーカーとのマッチングの相談窓

口などから、いろんな御支援をいただいている

ところでございます。 

○内藤 明議長 杉沼議員。 

○杉沼孝司議員 では、次に薬用作物の今後の取

り組みについて教えていただきたいと思ったと

ころでありますが、ただいまの御答弁の中にも

ありましたので、それ以外にありましたらば、

今後の取り組みについては教えていただければ

と思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほどの御答弁でブシという薬

用作物と申しあげましたが、一般的にはトリカ

ブトでございまして、今後さらにそういう研究

をしているわけでありますけれども、今後はさ

らに他品種の薬用作物も導入、あるいは圃場の

拡大などを図っていければと考えているところ

でございます。 

○内藤 明議長 杉沼議員。 

○杉沼孝司議員 ありがとうございました。 

  今ありましたブシ、トリカブトだそうであり

ますけれども、やはり薬は毒でも少しずつ飲め

ば薬にもなると、こういうものなのかなと感じ

ました。トリカブトは、朝草刈りして牛やヤギ

に食べさせると、草にまじっていると出すそう

であります。こんなものでありますけれども、

やはり牛さんやヤギさんにも少しずつ食べさせ

れば薬になったのかなというふうな感じさえし

ます。非常にきれいな花が咲く、紫のきれいな

花が咲く花でありますが、やっぱりきれいな花

には毒があるというふうなものかなというふう

に、とげがあるんだか、そんな感じがしますけ

れども、今後やっぱり中国産じゃなくて国産で

賄えるようなことにしていかないと、日本人の

健康も守れないと思いますので、より早く取り

組みをしていただきたいと思いまして、私の質

問を終わりたいと思います。 

○内藤 明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は２時40分といたします。 

 休 憩 午後 ２時２２分  

 再 開 午後 ２時４０分  

○内藤 明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 

伊藤正彦議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号10番、11番について、

５番伊藤正彦議員。 

○伊藤正彦議員 寒政・公明クラブの伊藤正彦で

ございます。 

  ８月26日に実施されました第６回悠久の里慈

恩寺コンサートは大変すばらしいものでした。

ウェイウェイ・ウーさんの二胡が厳かな慈恩寺

境内に響き渡り、観客と一体となった雰囲気の

中でコンサートが実施されました。関係者の皆

様、大変お疲れさまでございました。 

  また、寒河江まつりまであと２週間となり、

皆さん大変忙しくされているのではないかと思

います。ことしは神輿の祭典35周年という節目

の年でもあります。私も寒河江に戻ってきてか

らちょうど５年となりましたけれども、流鏑馬、

奴行列、神輿の祭典と大変すばらしいお祭りだ

と感心をしております。盛況を祈念したいと思

います。そして、来られた観光客の方々のうち、
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できるだけ多くの方が慈恩寺まで足を延ばして

見ていただければなと期待をしているところで

ございます。 

  さて、今回私はミサイル発射を予測したわけ

ではないんですけれども、危機管理、それと学

校教育について質問させていただきたいと思い

ます。 

  まず、通告番号10番、危機管理について質問

をいたします。 

  ３日前の29日、６時２分、携帯のけたたまし

い音に目が覚め、内容を確認したところ、北朝

鮮がミサイルを発射したという情報でした。北

海道、東北から長野県までの東日本の12道県と

いう広い範囲に警戒情報が発せられました。そ

のすぐ後に防災行政無線で警戒情報が流され、

私自身、Ｊアラート及び防災行政無線がしっか

り機能しているということを認識したところで

ございます。 

  ミサイルは北海道上空を通過して約14分間飛

行した後、襟裳岬東方1,180キロメートルの太

平洋上に落下しましたけれども、幸い日本に被

害はありませんでした。ミサイルの飛距離は約

2,700キロメートルということでした。ＩＣＢ

Ｍ４発を、日本上空を通過してグアム周辺30キ

ロメートルから40キロメートルに打ち込むとい

う狂気の沙汰が現実味を帯び、関係国が最悪の

シナリオを避けるべく努力しているさなかでの

出来事であり、日本中が大騒ぎになりました。 

  市長も昨日の市政の概況で言っておられます

けれども、これは絶対に許すことのできない暴

挙であり、国際社会が一丸となって対応してい

かなければならないと思います。 

  日本に被害はなかったものの、こういった危

険性を常にはらんでいるのが現実です。 

  過去を振り返れば、1998年及び2009年には東

北地方上空を通過しており、今回が南西地域を

含めれば５回目の日本列島通過ということにな

ります。ここ２年の状況を見ても、落下地点が

男鹿半島沖、能登半島沖、奥尻島沖と東北に近

いところに着弾し、何発かは日本のＥＥＺ、排

他的経済水域内に着弾もしております。 

  こういった状況に加え、近年自然災害、特に

水害が相次いでおります。昨年初めて東北地方

太平洋側に上陸した台風10号にも驚きましたけ

れども、ことしも７月の秋田県の水害、そして

８月の九州北部の水害と相次ぎました。台風５

号も迷走し、19日間も活動して九州地方から東

北地方まで史上３番目の長さで活動しました。

中央道での崖崩れ、そして８月25日には雄物川

が再度氾濫、30日には埼玉県新座市の増水した

河川から男性が救助される映像が映し出された

ことは記憶に新しく、全国各地で自然の猛威に

翻弄されております。 

  幸い、山形県、寒河江市は自然災害もなく、

またミサイル危機も他人事のように思いがちで

すけれども、果たしてそうでしょうか。今回で

はっきりしましたが、範囲には十分入っており

ます。 

  以前、一般質問で申しあげましたけれども、

自然災害やミサイル危機等において地域住民の

安全安心の面で威力を発揮するのは全国瞬時警

報システムＪアラート、そして防災行政無線で

す。 

  そこで、まずＪアラートについて質問いたし

ます。 

  29日の北朝鮮のミサイル発射時にはＪアラー

トに連動して防災行政無線が流れましたけれど

も、その前の８月10日に総務省からＪアラート

の受信機のふぐあいの点検の指示があったとい

うことです。その結果、場所によっては文字化

けがあったりしたということですけれども、そ

の際の寒河江市の受信機の点検結果は問題なか

ったのかどうかお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 Ｊアラートについての伊藤議員

からの御質問でありますが、Ｊアラートにつき
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ましては、弾道ミサイル情報、さらには津波情

報、緊急地震情報、速報などの情報について、

人工衛星を利用して国が送信をして、市町村の

防災行政無線を自動起動し、国から住民に緊急

情報を瞬時に伝達するシステムでございます。 

  ８月18日の訓練では、北朝鮮のグアム島周辺

への弾道ミサイル発射に備え、ミサイルが上空

を通過する可能性のある中国・四国地方の９県

に対して行ったＪアラートによる情報伝達訓練

でございまして、対象外の地域には混乱が生じ

ないように、事前に自動起動しない設定にする

よう国から指示がございまして、そういった対

応をしたところでございます。 

  なお、この８月18日午前11時の情報伝達訓練

のときには、「これはＪアラートのテストです。

これでテストを終了します」という文面を受信

しており、特に問題はなかったものと認識して

おります。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 18日には問題なかったというお

答えでしたけれども、中国・四国９県８自治体

で防災行政無線の放送とかメール配信に支障が

あったという報道がありました。原因は、いず

れも機器の設定ミスとか配線の接触不良という

ことでしたけれども、これは全く初歩的なミス

と言っていいと思います。そして、最も多かっ

たのが防災行政無線のトラブル、すなわち屋外

のスピーカーやインターネット端末から音声が

出なかったというものです。これはもう人為的

ミスと言っていいかと思います。 

  29日のミサイル発射に際しては、報道にもあ

りましたけれども、新庄、東根、村山で防災行

政無線の自動放送が流れなかったということで

す。システムを導入していないというのは、こ

れはもう問題外かと思うんですけれども、シス

テムを導入していても鳴らなかったということ

は、私から言わせれば危機管理に対する考えの

甘さから出た人為的ミスではないかと思います。 

  特に、人的被害の未然防止には早目早目の対

応、すなわち避難勧告とか避難指示をちゅうち

ょすることなく早目に出すこと、そして住民の

皆さんがこれを受けて即座に対応するというこ

とが大事かと思います。鉄砲水や土石流などは

人間の想像をはるかに超えた速さ、規模でやっ

てきます。ミサイル発射においても、５分程度

で上空に達するわけです。こうした非常時にシ

ステムトラブル等が発生したのでは、現場はま

すます混乱するばかりです。日ごろの点検整備

を怠りなく実施する必要があると思います。 

  さらには、北九州豪雨の際には、一例として

福岡県の朝倉市は以前から計画をしっかり立て

ていて早目に警告を出したというにもかかわら

ず、住民の対応がおくれて避難できなかった

方々がいたという報道がありました。早目の警

報、警告は当然ですけれども、そこにはやはり

行政と市民との信頼関係があってこそスムーズ

な対応が可能になるのではないかと思います。 

  昨年３月の一般質問で御答弁いただきました

けれども、Ｊアラートやエムネット、国から情

報を受信するためのシステムであり、市の防災

訓練等では活用できないということでした。そ

うなると、市として手をつけられるのは防災行

政無線ということになります。信頼関係が構築

されていれば、防災行政無線の効果は絶大だと

思います。いざというときに有効に機能するよ

うに、日ごろから整備し、かつその存在を市民

の方々に十分認識していただくようにしなけれ

ばなりません。 

  そこで質問ですけれども、29日のミサイル発

射時に防災行政無線にふぐあい等は見つからな

かったのかどうか、何か見つかった課題等はあ

るのかどうかお伺いします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 さきの行政報告でも申しあげま

したが、防災行政無線の屋外放送のスピーカー

につきましては、29日、市内64カ所に設置をし
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たスピーカーからＪアラートの警戒情報を受け

て、６時２分に自動起動し一斉放送を行ってい

るところであります。 

  また、エリアメール等も配信されましたが、

文字化けなどのふぐあいは確認されておりませ

ん。 

  また、防災行政無線の屋外放送について、市

民の方からは聞こえなかったなどの声も特に報

告は受けていないということであります。十分

機能を果たしたのではないかというふうに認識

をしているところでございます。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 29日には問題なかったというこ

とで、日ごろの点検整備がしっかりなされてい

たのかなと思います。 

  次の質問ですけれども、29日、ミサイル発射

に際して、北海道上空を最終的には通過したわ

けですけれども、市内の被害状況の確認等はど

のようにして実施をされたのか、お伺いいたし

ます。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 午前５時58分に北朝鮮からミサ

イルが発射されて、４分後の６時２分に防災行

政無線の警戒情報で自動起動してお知らせをし

たわけでございますが、私も後で確認をしたら、

６時７分に危機管理室長と連絡をとり、必要な

指示を行っております。そして、６時10分には

危機管理室の職員が登庁して情報収集を始めた

というところでございまして、さらに６時20分

には市の動員計画を踏まえて、副市長と総務課

長も登庁して状況の確認を指示しているという

ことでございます。 

  現実的には、北海道上空を通過して、６時12

分ごろ襟裳岬の東1,180キロメートルの太平洋

上に落下したということでございましたので、

市内への影響は少ないのではないかというふう

に思っておりましたが、７時17分に市の特別職、

管理職、消防団の幹部に対して情報収集を行う

ようメールで通知したところでございます。そ

の結果、特に被害もないということでございま

した。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 寒河江市としては非常に迅速に

いろいろ対応されたというふうに、今のお話を

聞いて思います。実際に山形の上空を通過した

といった場合には相当混乱することが予想され

ますけれども、どんな状況においても、そうい

う迅速、速やかな対応を引き続きお願いしたい

と思います。 

  さて、防災行政無線に戻りますけれども、防

災行政無線、これは存在をしっかり市民の方に

認識をしていただく必要があるかと思います。 

  そこでお伺いします。防災行政無線は現在ど

のような基準で設置されていますか。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 防災行政無線の設置につきまし

ては、避難所であります小学校、中学校を中心

に地区公民館の分館や集会所、消防団のポンプ

庫に多く設置しているところでございます。地

域の皆さんに聞こえるように、また音が重なら

ないように配慮して設置をしているところでご

ざいます。 

  地域によっては土地に高低差がある地域、あ

るいは道路沿いに細長く集落が点在している地

域、さらには山沿いの地域など、それぞれ条件

が異なりますので、そういう条件に合わせて数

をふやしたりしているところでございます。ま

た、聞こえにくい区域には、戸別受信機を設置

して対応しているところでございます。 

  今後とも、聞き取りにくい場所がある場合な

どは調査をさせていただいて対応していきたい

と考えているところでございます。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 小中学校とか地区公民館、分館、

ポンプ庫等必要なところには設置されていると。

さらには、高低差のある地域とか東西に長い地
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域、あるいは山沿いには必要に応じて増設して

いるという回答でしたけれども、今回いい点検

の事例というか、あったというふうに捉えられ

ると思いますので、もう一度聞こえにくい地域

とかチェックをしていただいて、増設が必要と

思われるところには増設を検討していただきた

いと思います。 

  私、両親に、29日に防災行政無線が流れたと

きに、その後「何と言っていたかわかったか」

と聞いたんですけれども、「何か言っていたの

はわかった」という話だったんですね。それで、

何人かの方に伺ったところでは、やっぱり「何

を言っていたかわからなかった」というふうに

答えた方も結構いました。屋内にいますとなか

なか聞き取りづらいというところはあるんでし

ょうけれども、こういったところも考えますと、

やっぱり防災行政無線というのがあるんだと、

非常時にはこれがすごく頼りになるんだという

とを市民の皆さんにしっかり認識していただく

というような活動といいますか、そういうこと

も必要なんじゃないかなと思います。 

  そこで、次の質問ですけれども、防災行政無

線、これは今どのように活用されているのでし

ょうか。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 防災行政無線の活用については、

寒河江市防災行政無線運用実施要綱というもの

を策定いたしまして、運用マニュアルに基づい

て活用しているということでございます。 

  実際の放送の内容をどうしていくかというこ

とについては、市内各地区の町会長連合会長と

自主防災組織連絡協議会の会長、それから消防

団長から成る寒河江市防災行政無線運用検討会

において協議をしていただいて決定をしている

ところでございます。 

  主な放送内容については、３種類に分けてい

ます。 

  １つは、定時定期放送として今も流れており

ますが、夏季時間は午後６時、冬季時間は午後

５時のミュージックチャイムということでござ

います。これはシステムの点検も兼ねていると

ころでございます。また、春と秋の全国火災予

防運動の期間には、火災予防に関する放送も行

っているというところでございます。 

  ２つ目は、緊急臨時放送でございます。避難

勧告などの災害関連、火災発生時の消防関係、

それからＰＭ2.5など発生した場合の公害関係、

そして今回のようなＪアラートによる緊急放送

というのが２つ目でございます。 

  それから、３つ目については、地域での放送

というのがございます。例えば、熊出没などの

注意喚起の放送、さらには行方不明者などの情

報提供の放送、また地域内での地域全体の行事

の案内などにも活用していただいているところ

でございます。この地域の行事などの放送につ

いては、各地域の方々にその活用をお任せして

いるところでございます。 

  以上、３つの種類で活用していただいている

というのが実態でございます。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 今、市長のほうから３つの面で

活用しているというお話がありましたけれども、

私が聞いていないのかどうかわからないですが、

余り防災行政無線、５時、６時の音楽は印象あ

りますけれども、余りないですね。 

  それで、特に３つ目の地域での活用といいま

すか、そういった面で、地域差はあるのでしょ

うけれども、ほとんど使われていないんじゃな

いかなというちょっと印象を持っております。 

  この辺、もっと有効に、積極的に推進すべき

ではないかなと思います。常日ごろからそうや

って活用することが、すなわち作動状況の点検、

確認にもなりますし、住民の方々も耳を傾ける

習性がついて、放送にも聞きなれてすっと耳に

入ってくるというようになるのではないでしょ

うか。聞きなれていないと、あれ、今何と言っ
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たかなといったようなことになるかと思います。 

  そこでお伺いしますけれども、防災行政無線

の積極的な活用について進めていくお考え等は

ありますでしょうか。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 防災行政無線の活用につきまし

ては、先ほど申しあげましたけれども、防災行

政無線運用検討会という組織の中で、放送内容

について御検討いただいているところでござい

ます。我々としては、先ほど伊藤議員からも要

請がありましたが、積極的な活用をしていく上

で、とりわけ地域の活用を進めていくというこ

とをぜひこれからも積極的にお願いをしたいと

思います。そういう意味では、町会長さん、あ

るいは公民館長さん、それから自主防災組織の

会長さんにも、防災行政無線の使い方などにつ

いて改めて知っていただいて、例えば運動会で

ありますとか盆踊りの案内、それから公民館の

活動や地域のさまざまなボランティア活動の際

にも、積極的に防災行政無線を使っていただい

てなれていただくということが大事だというふ

うに思います。 

  そういう意味で、我々ももう少し努力が足り

なかったのかなというふうに思いますから、そ

ういう意味でいろいろ御説明をするなり、使い

方を知っていただくように努力をしたいという

ふうに思います。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 今市長が言われましたとおり、

積極的に使うように、ぜひいろんな場を活用し

てやっていただきたいなと思います。 

  次は、今度は観点をちょっと変えて質問をい

たします。 

  今年度当初に新しいリニューアル版の防災マ

ップが全戸配布されました。土石流警戒、急傾

斜警戒、地すべり警戒、洪水災害、活断層情報

等、詳細に記載されており、市民の方々にとっ

て大変重要な資料になっています。 

  しかし、私は思うのですけれども、配るだけ

で終わってしまってはいけないんじゃないかな

と思います。防災マップを詳細に見て理解され

ている方はどれぐらいいるでしょうか。実は、

私も今回これを見て、特に自分の地域、第５地

区はどうしても目に入るんですけれども、活断

層が走っているというのは初めて私も知った次

第です。市内全域を見ますと、各地域で災害発

生の種類、危険度、当然違ってきます。 

  そこで提案ですけれども、各地域、例えば公

民館単位等で住民説明会等実施をして、各地域

の特性に応じた災害の危険性や危険度が高まっ

た場合の対処方法等について説明する場を設け

てはいかがでしょうか。その際、ミサイル対応

についてもあわせて説明をするべきだと思いま

す。 

  今回もどこにどうやって避難したらいいんだ

と思われた方が結構いたというふうに聞いてお

りますけれども、自然災害の対応とミサイルへ

の対応では対応が違います。そういった違いに

ついても、直接住民の方に説明すべきではない

かと思います。防災マップを新しくしました、

見てくださいというだけでは不親切であり、実

際災害が発生するおそれがある場合や発生した

場合に、市民の方がしっかり対応できるかどう

か不安を感じます。そういった丁寧な対応をし

っかりと実施することが、行政と市民との信頼

関係の構築にもつながるものだと思います。住

民説明会を実施することについて、見解をお伺

いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 防災マップについては、御質問

にもありましたとおり、ことしの５月に全世帯

全戸に配布をして、各家庭に１冊備えていただ

いているわけでございます。 

  そのマップの中では、地域によっては水害あ

るいは土砂災害の危険性が高かったり、あるい

は御指摘のように活断層が近くにあったりとい



 - 64 - 

うことで、災害の種類というんですか、危険性

も違ってまいりますので、それによって避難あ

るいは対処の仕方も変わってくるということで

ございますし、また御指摘のとおり今回のよう

なミサイルの場合なども避難対象が変わってく

るというふうに思っています。そういう意味で、

配るだけでなくて、やっぱり中身をきちっと、

そして地域の皆さんからも理解をしていただく、

そういう説明をやっぱりしていくべきだと思っ

ているところでございます。 

  今回新しく防災マップをつくってから、８月

20日には東新山の自主防災組織、防災会の研修

に行って御説明をしたり、また９月24日には金

谷地区の自主防災組織の研修会などで説明をす

る予定になっているところでございます。 

  また、本日付で日和田地区の自主防災組織が

設立されるということでございます。そういう

ことでは、醍醐地区の組織率が100％というこ

とでありますので、ぜひこういった設立を記念

してというんですかね、またこちらのほうから

もお邪魔をして、きちっと内容を説明させてい

ただく機会を設けていただければと思っている

ところであります。 

  いろんな機会を通してこういう内容について

説明をして、市民の皆さんに安全安心なまちづ

くりについて御理解をいただくようにして、努

力をしてまいりたいと考えております。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 今、市長が言われましたとおり、

ぜひいろんな機会を捉えて説明をしていただけ

ればというふうに思います。よろしくお願いい

たします。 

  次に、通告番号11番、学校教育についてお伺

いします。 

  寒河江市の小中学校については、前に教育長

の御答弁にもありましたけれども、陰湿ないじ

めはなく、冷やかしやからかい程度が約７割と

のことでした。私も、素直で思いやりのあるさ

がえっこがすくすく育っており、各学校や教育

委員会の努力のたまものだと思っております。 

  そういった子供たちを対象に、ことし初めて

イングリッシュ・デイが８月18日に文化センタ

ーで実施され、小中学生15名が参加したとの山

形新聞の記事がありました。我々の時代と違い、

何事にも物おじしない。子供たちは大変喜んだ

んじゃないかなと思います。 

  そこで、このイングリッシュ・デイの結果と

来年度以降への対策についてお伺いいたします。

教育長にお伺いいたします。 

○内藤 明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 それでは、イングリッシュ・

デイのことについての御質問でございますので、

まず参加要件から、よろしいですか。 

  参加要件、募集の方法についてまず申しあげ

たいと思いますけれども、御案内のとおり平成

32年度からの次期の学習指導要領の全面実施と

いうことに向けまして、小学校でも英語の教科

化ということで、移行措置期間が来年度より始

まります。そのようなことなども含めて、踏ま

えて、本市の英語教育の一層の充実ということ

の推進の一環として、今年度イングリッシュ・

デイという事業を開催したところでございます。 

  参加対象につきましては、市内全ての小学校

５年生から中学校３年生までということで、約

30名程度募集を考えたところでございます。こ

れは小学校の外国語活動と中学校における外国

語科を学習している学年、これを対象としたも

のでございます。 

  そして、募集の方法でございますけれども、

日程とか内容とか、そういったものを記載した

募集チラシ、案内チラシを７月の初めに市内の

小中学校の対象学年の児童生徒に学校のほうを

通して、担任の先生方を通して配付をいたしま

した。申し込みの方法としては、７月の下旬ま

でに、チラシについております参加申し込み用

紙というのがあるんですが、それを学校に提出
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するか、あるいは電話等で直接受け付けを行っ

たということでございます。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 大変失礼しました。ちょっと質

問が中途半端でした。申しわけありません。 

  今、参加要件、応募方法についてお伺いいた

しました。では、15名の参加された小学生、中

学生の内訳をお願いいたします。 

○内藤 明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 内訳でございますけれども、

申しあげます。小学生が10名、うち５年生が６

名、６年生が４名となっております。そして、

中学生は５名、そのうち中学１年生が２名、中

学２年生が３名、合計15名と、こういうことで

ございます。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 15名の内訳を今お伺いしました

けれども、市内の小学５年生から中学３年生、

ざっと計算すると約2,000名いるわけですね。

そのうちの15名。この参加というのはかなり物

足りないのかなと。募集人員も30名という今お

話でしたので、半分ということでちょっと物足

りないのかなと思います。 

  来年度以降への課題も顕著になったかと思う

んですけれども、教育委員会として、今回の実

施結果をどのように評価し、来年度以降への課

題をどう認識されているのかお伺いいたします。 

○内藤 明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 成果と課題ということでお答

え申しあげますが、議員おっしゃったように、

30名の募集予定に対しまして15名というのは大

変参加者が少ないというふうに私たちも認識を

しておりまして、残念なことであります。主催

をした側としては、大いに反省というんでしょ

うか、課題意識を持って次の機会に向けて取り

組みを考えていきたいなとまず思っているとこ

ろでありますけれども、イングリッシュ・デイ

の狙いでありますけれども、一日英語に触れる

ということによって、児童生徒の英語、外国語

科に関する興味関心というものを高める、こう

いったことを主な狙いとして実施した事業でご

ざいます。 

  その15名の参加した児童生徒から、次のよう

な感想も寄せられております。二、三紹介しま

す。「ＡＬＴの先生方の出身国のことをたくさ

ん知ることができておもしろかった」「英語を

使ってのさまざまな活動がおもしろかった」。

それから「活動を通して英単語を覚えることが

できた」。そして「来年もぜひ参加をしたい」、

こういった内容の感想を寄せていただきました。 

  15名の児童生徒の皆さんからいただきました

けれども、肯定的な感想が多く、参加者の英語

に対する興味関心、これを高めるという、この

狙いについては十分達成できたのかなと思って

おります。 

  また、本市の３名のＡＬＴのほかに他市町の

ＡＬＴの方からも講師として御協力をいただき

まして、ふだんの授業と違った先生方と、さら

にまたアメリカ以外の国の文化、生活、そうい

ったことについても見聞ができたということで

は大いに評価ができるものと考えているところ

であります。 

  しかし、課題でありますけれども、来年度以

降への課題ということですが、大きく２つ今の

段階で考えているところであります。 

  まず１点目でありますが、この事業、イベン

トの案内が不十分であったということは否めな

いなと思います。今回、チラシのみの案内とい

うことになりましたけれども、その案内だけで

はイメージが持てなかったということもあって、

参加したいなという思いに結びつかなかったの

ではないかと。参加者が予定されていた人数に

満たなかったということは、先ほど申しあげま

したように残念なことだなと思っております。

テレビとか新聞で活動の様子が紹介されており

ましたけれども、参加した児童生徒から直接に
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感想を聞いたりした中で、そういう授業であれ

ば参加したかったと、あるいは親として参加さ

せたかったと、こういう声も数多くいただいて

おります。 

  課題の２つ目、２点目でありますが、初めて

の授業ということもあって、その準備、開催日

程の調整というものがうまくいかず、お盆明け

の平日、しかも夏休みの終了直前ということで

実施したことなどもあって、参加したくてもで

きなかった児童生徒の皆さんがたくさんいたの

ではないかと思われます。今後、開催日等につ

きましても、たくさんの児童生徒が参加できる

ように、今後十分にしっかりと検討してまいり

たいと思っております。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 今、教育長の答弁にもありまし

たように、参加した生徒、あるいは話を聞いた

保護者の方等は、非常にやっぱり好意的にとい

うか、いい事業だというふうに評価していると

いうことですので、ぜひ夏休みの宿題の仕上げ

に追われる間近ではないという時期に、できる

だけ多くの方が参加できるような周辺整備をし

てやっていただければと思います。 

  今、グローバル化の時代ですので、英語教育

に力を入れていくということは大変重要なこと

だと思います。ぜひ、いい取り組みだと思いま

すので、もっと多くの方が参加できるようなこ

とで分析検討をしていただければと思います。 

  次に、最近関心が高まっておりますＬＧＢＴ、

性的少数者の現状、対応についてお伺いします。 

  今、学校でも一般社会でもＬＧＢＴへの理解

が進み、相談体制を充実する等、一般社会のみ

ならず学校でも対応策を検討するところがふえ

てきています。ただ、学校の場合はまだ若いこ

ともあって、カミングアウトするような児童生

徒というのはほとんどいないのではないかなと

思います。 

  文部科学省が平成26年に初めて実施した全国

調査によれば、自分の性別に違和感を持ってい

る児童生徒が606件報告されていると。このう

ち性同一性障害と診断されているのは、高校で

３割、小中学校では２割だったということです。 

  日本では約7.6％がＬＧＢＴという調査結果

もあり、40人のクラスであれば約３人いるとい

う計算になります。また、20人に１人という説

もあります。さらには、教職員の中にもＬＧＢ

Ｔの方がおり、セクシュアルマイノリティ教職

員ネットワークといったものもつくられており

ます。 

  子供たちに視点を当ててみると、ＬＧＢＴは

いじめの対象となりやすく、また自殺リスクが

高いと指摘されており、理解が進んできてはい

るものの、手をこまねいて見ているだけではこ

れらの危険性は払拭できないと思います。 

  そこでお伺いします。市内小中学校でＬＧＢ

Ｔと思われる児童生徒の存在は確認しています

でしょうか。 

○内藤 明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 ＬＧＢＴのことについての御

質問でございますので、お答え申しあげたいと

思います。 

  今お話がございましたように、文部科学省で

性同一性障害、あるいは性的指向、性自認に係

る、いわゆるＬＧＢＴの存在について、調査が

平成26年６月公表数値と、調査は２月だったよ

うでありましたが、これが最も直近の公表数値、

調査ということになりますけれども、その公表

数値によりますと、先ほどありましたように全

国で606件の報告件数ということでありますが、

山形県の数値については未公表ということでご

ざいます。 

  また、本市におけるこの調査の結果でありま

すが、報告してあります結果は、該当者なしと

報告をしているところであります。これ以降の

調査というのはございませんので、数値として

公的な調査がないんですけれども、今現在まで
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そういった存在は確認されておりません。 

  また、学校からＬＧＢＴに関する相談とか配

慮等についての報告もございません。以上です。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 教職員についてはいかがでしょ

うか。 

○内藤 明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 教職員についてということで

ございますが、先ほどお話の中にありましたよ

うに、全国の教職員の中にも該当する方々がい

らっしゃって、ネット上にて情報交換等してい

るようだということは承知しているところであ

りますけれども、しかし学校現場での教職員の

調査というのはなく、市内の小中学校において

も配慮等が必要といった相談とか報告は今のと

ころ受けておりません。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 確認されていないようですので、

どう対応しているかというような質問はいたし

ません。 

  最近は県や市の教育委員会が学校の図書館や

保健室にＬＧＢＴ関係の本やポスターを置いた

り、職員を研修に参加させているところもある

ようですけれども、山形県及び本市の対応の現

状はどうなんでしょうか。 

○内藤 明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 県並びに本市の対応というこ

とでございますけれども、教職員の研修に関し

ましては、10月に予定されている県教委主催の

第２回教育相談研修会というのがあるんですが、

これは市町村教育委員会向けにＬＧＢＴに関連

する講演、研修会というのが予定されておりま

す。しかしながら、具体的な内容等についての

通知は、まだこれからのようでございます。 

  また、本市におきましては、現在までのとこ

ろＬＧＢＴに特化した研修というものは実施し

ていないということでございます。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 大変難しい機微な対応を要する

問題ですけれども、今の世の中避けて通れない

課題だと思います。そう遠くない時期に、寒河

江市でもしっかりとした体制をつくる必要に迫

られるのではないかと思いますけれども、そこ

でお伺いしますが、山形県の先駆けとして、何

らかの研修に参加させる、あるいは市としてそ

ういったことを実施するということを考えてみ

たらどうかなと思うんですが、いかがでしょう

か。 

○内藤 明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 大変慎重に扱わなくてはいけ

ないテーマ、問題だと思うんですけれども、最

近の学校現場も多種多様な研修というのが教職

員の中で行われているわけでありますけれども、

非常に大事な、大切な問題、課題だと思ってお

ります。 

  先ほどありましたように、いじめ防止対策の

観点からも、教職員の研修というのは必須だな

というふうに思いますし、この問題についてよ

り理解を深めるということで研修を進めていく

というのは大事なことだと思っております。 

  今後、各学校の実情とか実態等に応じて、校

内研修等で研修が実施できるように働きかけを

してまいりたいなと思っております。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 ありがとうございました。 

  最後に、観点を変えて、本市の小中学校のあ

り方について質問させていただきたいと思いま

す。 

  29年度版の寒河江市の教育に、小学校の児童

数、中学校の生徒数が載っておりますけれども、

児童数は10校で2,183名、生徒数は３校で1,197

名となっております。 

  ここ３年間の増減を見ましても、対前年度比

で児童数は27年度マイナス84名、28年度はマイ

ナス93名、今年度はマイナス１名、生徒数は27

年度マイナス３名、28年度マイナス25名、今年
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度はマイナス35名ということで、少子化が進ん

でいることが明確になっています。 

  特に、私の住む西部地区、そして三泉地区の

少子化が激しいと思います。西部地区の児童生

徒数は、市全体の約13.1％しかいません。10年

前は15.6％という数字でした。小学校は、西部

地区は幸生小学校を除けば全て１クラス、三泉

小学校も１クラスです。中学校は、陵南が各７

クラス、陵東が４から５クラスに対して、陵西

はことしの１年生は１クラスとなっております。 

  市中心部に集中して、西部地区及び三泉地区

といった特定の地区だけが減ってきている現状

に、早目に手を打つ必要があるのではないかな

と考えます。 

  その対策として、団地をつくるというのが一

番手っ取り早いかと思うんですけれども、それ

はすぐには無理でしょう。そう考えますと、現

実的な対策として、学区の見直しなどが必要に

なるんじゃないかなと思います。当局としても、

検討の必要性は認識しているというように以前

お伺いしましたけれども、前倒しをして早目に

検討に着手すべきだと思います。 

  そこでまず伺いますけれども、西部地区の４

つの小学校及び三泉小学校の今後３年間、30年

度以降、３年間の入学予定者数をお伺いします。 

○内藤 明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 お答えいたします。 

  西部地区の４つの小学校、それから三泉小学

校の今後３年間の入学予定者数について申しあ

げたいと思いますが、これは平成29年８月28日

現在ということで、住民基本台帳に基づく見込

みの数字でございますので、今後変更のある場

合も考えられます。 

  学校ごとに申しあげたいと思います。高松小

学校は、平成30年度17名、31年度８名、32年度

11名です。醍醐小学校、平成30年度７名、31年

度５名、32年度５名であります。白岩小学校は、

平成30年度が14名、31年度15名、32年度９名と

なっております。幸生小学校ですが、平成30年

度は入学予定者はありません。ゼロ名です。31

年度１名、32年度２名となっております。そし

て三泉小学校でありますが、平成30年度９名、

31年度10名、32年度９名、このようになってお

ります。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 ありがとうございます。児童数

は、もう１桁になる年度、学校がかなり出ると

いうことがわかりました。 

  児童生徒数偏在という現状認識に立って、今

後の市内の小中学校のあり方検討は喫緊の課題

だと考えます。今後の市内小中学校のあり方検

討について、現在着手しているのであれば現在

の検討状況について、まだ着手されていないの

であればいつごろから着手したいと考えている

のかお伺いします。 

○内藤 明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 今後の本市の学校のあり方に

ついての検討状況でございますが、児童生徒数

の減少、それから偏在という現状を踏まえまし

て、本市における今後の学校のあり方、あるい

は将来像というものについては、これまでも担

当課内で議論をしてきたところでございます。 

  その中では、小中一貫教育とかコミュニティ

スクール、地域に根差した学校のあり方、そし

て魅力ある学校像、特色ある学校づくり等につ

いて話題となってきました。 

  また、教育委員会としては、昨年度でありま

すが、新庄市等の先進地の視察も行ってまいり

ました。 

  今年度からは、今後の学校のあり方や進め方、

考えていくための勉強会ということで、有識者

や学校、保護者の代表等で構成する寒河江市立

学校の今後のあり方に関する懇談会の第１回目

の会合を今月末に開催してまいります。 

  この懇談会では、本市小中学校の適正規模、

適正配置等、今後の学校のあり方等に加えまし
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て、将来の学校像も含めて幅広く意見交換をし

ていくつもりでおります。また、今後具体的な

話し合いを進めるための検討会議の設置、ある

いはその運営のあり方等についても議論をして

まいりたいなと考えているところであります。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 ありがとうございました。ぜひ

検討のほうを進めていただきたいと思います。 

  以上で私の一般質問を終わります。 

 

古沢清志議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号12番、13番について、

２番古沢清志議員。 

○古沢清志議員 寒政・公明クラブの古沢です。

よろしくお願いいたします。 

  ７月の九州北部豪雨で亡くなられた方々に対

しましてお悔やみを申しあげますとともに、被

災された方に心からお見舞いを申しあげたいと

思います。 

  私たち公明党におきましても、全国各地で救

援募金活動を展開いたしました。心のこもった

義援金をいただき、被災された方々に対しまし

て届けさせていただきたいと思います。この義

援金は日赤を通じて送ることとなっております。

御協力してくださった方々に、この場をおかり

いたしまして御礼申しあげます。本当に大変あ

りがとうございました。 

  では、通告に従って質問させていただきます。 

  初めに、通告番号12番の多面的機能支払制度

についてお伺いいたします。 

  近年、都市部の近郊におきましては、農地か

ら宅地化に大きく土地利用も変化しております。

農村地域の少子高齢化及び過疎化により、それ

らの地域の共同作業が困難となり、農業に関す

る共用の設備の維持管理に支障が生じ始めてい

ます。そうした共同作業が困難となることによ

り、農家の負担が増加することも懸念されてい

ます。これら農業者等のこの種の共同作業に対

して、国及び県、市町村が資金を援助すること

が多目的機能支払制度であると認識しておりま

す。 

  例えば、水田に水を引いていた水路が使われ

なくなって水が滞留し、悪臭を放ったり、ボウ

フラが湧いたり、または農道や水路の脇を草刈

りしたりして自然環境の保全、良好な景観の形

成等にも成果が上がっているものと感じており

ます。 

  私たちの地域もこの制度を活用して、水路の

悪臭や蚊の発生を未然に防ぐことができ、住民

の方々からは高く評価されているところであり

ます。 

  そこでお尋ねいたします。この交付金を得る

には、活動組織をつくり、活動計画書を決定し、

認定を受けなければならないと規定してありま

す。現在、何団体の登録があるのかお伺いいた

します。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 古沢議員から多面的機能支払制

度について御質問をいただきましたが、御案内

のとおり、多面的機能を有している農用地、水

路、農道などの農業を支える共用の施設を維持

管理するために行われる地域の共同作業に対し

て支払われる交付金というふうな制度でござい

ます。 

  農村地域では、少子高齢化あるいは過疎化等

によって地域の共同作業が困難となって、農家

の負担が増加して、地域資源の荒廃が進むとい

うことが懸念されているわけでありますけれど

も、そうした中で、従来から行われてきた地域

資源の保全、共同作業に対して支援するという

制度でございます。 

  現在、市で認定している組織は、他のまちと

またがっている組織も合わせて17組織となって

ございます。 

○内藤 明議長 古沢議員。 
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○古沢清志議員 今、17団体とありましたけれど

も、もうちょっとあるのかなと私は思っており

ましたけれども、この制度における該当耕作地

の割合をお伺いします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市の対象農用地面積でございま

すが、2,600ヘクタールのうち、29年度に認定

を受けた面積は1,801ヘクタールでございまし

て、約69％の割合になっております。今後、山

間部あるいは樹園地での取り組み、推進が求め

られていくというふうに考えておるところでご

ざいます。 

○内藤 明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 69％と言われましたけれども、

やはりもうちょっと多くなってもいいのかなと

いう感じがいたします。年々、人数あるいは支

払いもふえているようにもお聞きしますが、近

年の実績についてお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 交付金の額については、活動組

織による活動計画の農地の面積によって算定さ

れる仕組みでございます。 

  平成28年度の実績として、２つ活動種類があ

るんですけれども、１つの農地維持活動につい

ては、これは17組織全部で行っておりますが、

面積が1,842ヘクタールで、交付額が約4,800万

円でございます。また、もう一つの活動内容、

資源向上活動については、９組織合計で面積が

615ヘクタール、交付額が約1,300万円というこ

とでございます。合わせますと、約6,100万円

の交付額という実績でございます。 

○内藤 明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 ありがとうございます。 

  大変な金額なんですけれども、作業の範囲に

適した人員の配置は重要な関係であると思いま

す。このような作業範囲と人員の配置の関係性

について、一定の基準のようなものがあるので

しょうか。あればお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 活動組織で行う取り組みについ

ては、それぞれの活動組織が総会を開催して、

そこで構成員の意見を調整して活動計画を決定

しているところでございます。そのために、活

動範囲に対して人員をどの程度配置するか、あ

るいは経費配分をどうするかという点も、特に

基準はなく、全て活動組織が決定するというこ

とになっております。 

○内藤 明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 この制度は農業の２次的な機能

を指しているものと思いますが、農業者だけで

なく、地域住民も参加しております。主な活動

状況をお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 活動の内容については、先ほど

御説明申しあげましたが、大きく２つの活動が

ございます。農地維持活動と資源向上活動とい

う２つがございます。農地維持活動については、

水路の草刈りや泥上げ、農道の路面補修、施設

の点検などになります。また、資源向上活動に

ついては、環境保全としての花などの植栽、さ

らには施設の軽微な補修、施設の長寿命化のた

めの農道の舗装、水路の整備などが活動内容と

なっているところでございます。 

○内藤 明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 今、植栽なども含まれるという

話がありましたけれども、新たな認識をしたと

ころであります。 

  こういうふうないろんな活動状況を見まして、

制度面での課題についてお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 制度上の課題、制度面での課題

については、１つは事務的手続について、年々

提出書類が煩雑になっていくという御指摘を受

けております。そういう意味では、各団体の役

員の方に大変御苦労をおかけしていると思って

おります。なるべく簡素にしていただくように、
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県のほうにお願いをしているところでございま

すけれども、なかなか補助事業であるためにそ

こが改善されていないというふうになってござ

います。そういうことから、我々市としてもお

手伝いをしながら事務手続制度の推進に努めて

いるという状況でございます。 

○内藤 明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 いろんな課題があるようですけ

れども、今後の見通しについてお伺いいたしま

す。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 多面的機能支払交付金制度、こ

としで４年目になっております。当初は農地維

持活動と地域資源の共同作業、共同活動という

のを主な活動としていましたが、今後について

は農業用の施設、さらには農道の舗装、そして

水路の整備などが実施できる長寿命化のための

活動、取り組みが推進していくのではないかと、

進んでいくのではないかというふうに考えてい

るところでございます。 

  この多面的機能支払交付金での整備事業とい

うのは、活動計画によって実施するということ

で、地元負担金もなくて実施できる事業であり

ますので、今後もさらに継続して実施されるよ

うに、我々としても県や国に要望していきたい

と考えているところでございます。 

○内藤 明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 ありがとうございます。この制

度が市内全体をカバーできるよう拡充を期待い

たしまして、この質問は終了させていただきま

す。 

  続きまして、通告番号13番の子育て支援につ

いてお伺いいたします。 

  少し前ではありますが、保育園の中で手足口

病が流行し、多くの園児がかかっているとお聞

きいたしました。手と足と口に、口に関しては

口の中と口の周りに発疹ができ、本当にかわい

そうな症状になってしまいます。市内の状況に

ついてお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 手足口病については、１歳から

４歳ぐらいまでの乳幼児がかかりやすい、口と

その周りに発疹ができる病気でございます。特

に夏場に感染者が多くなっているわけでござい

ます。 

  ことし４月以降に手足口病として医師の診断

がなされた患者数、感染者数は、８月28日時点

で、保育所では86名、幼稚園では14名、合わせ

て100名という報告を受けております。 

○内藤 明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 幼児に関しまして、100名もの

方がかかって、本当に気の毒な思いがいたしま

す。お医者さんにかかっても特段薬の処方もな

く、保育園に通っても構わないと言われますが、

発症している親御さんにとっては、他の人にう

つしてしまうのではないか、うつってしまうの

ではないかと心配し、通園に対し遠慮がちにな

ってしまいます。通園に対し一定のルールがあ

ればお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 一般的に、手足口病だけに限ら

ず、保育所への感染症に伴う登園、保育所に行

く取り扱いについては、厚生労働省による保育

所における感染症対策ガイドラインというのが

ございまして、それに基づいて感染症ごとに区

分された目安というのがありまして、その目安

により対処されているという状況でございます。 

  手足口病については、古沢議員御指摘のとお

り、特別な治療法がなくて、対症療法で症状を

和らげるということになりますので、登園の目

安、保育所に行ける目安としては、発熱や口腔

内の水疱、潰瘍の影響がなく、ふだんの食事が

できることという目安になっております。 

  ７月末に県の手足口病警報の発令を受けて、

各保育所等へは十分な手洗いによる感染予防の

注意喚起を行ってきたところでありますが、感
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染力が大幅に減少するまで、罹患時の登園を避

けるよう保護者への理解を求めたり、手洗いの

励行やおむつなどの排せつ物の取り扱いに十分

注意するなど、ガイドラインに沿った対応をお

願いしているところでございます。 

○内藤 明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 ありがとうございます。 

  では、続きまして、市内の子供の虫歯の状況

についてお伺いいたします。 

  ３歳児までの虫歯に対して、山形県は全国で

も虫歯の多い県であります。３歳児の１人当た

りの虫歯本数、全国平均が0.62本に対し、山形

県は2.02本で、全国47都道府県中ワースト１位

となっております。また、虫歯の有病率は全国

平均17.69％に対し、山形県は22.62％で有病率

の低いほうから34位となっており、虫歯の多い

県となっていることがうかがえます。 

  ところが、１歳６カ月においては、１人当た

りの虫歯本数、全国平均が0.05本に対し、山形

県は0.04本で、全国47都道府県中、虫歯の少な

いほうから７位に上がります。また、虫歯の有

病率は全国平均1.80％に対し、山形県は1.47％

で、有病率の低いほうから14位となっており、

むしろ虫歯の少ない県となっております。 

  このことから、他の都道府県と比較すると、

１歳６カ月から３歳までの１年半の間に急激に

虫歯を持つ幼児がふえてくる傾向がわかります。 

  幼児や小児の時代に健全な乳歯で過ごすこと

こそ、その後の長い人生を支える永久歯とうま

くつき合える鍵と言われています。また、子育

て期間中における子供の虫歯と治療の痛みから

の解放は大切なことと思います。 

  そこで、まず寒河江市での３歳までの１人当

たりの虫歯本数と有病率がどのようになってい

るか、市内の状況をお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市内の子供の虫歯の状況の御質

問でありますが、改めて申しあげるまでもない

わけでありますけれども、健康の基本は毎日バ

ランスのとれた食事をとるということであるわ

けでありますので、そのためにも虫歯を予防し

て丈夫な歯をつくり、年を重ねてもみずからの

歯を保つというのが大変大事なわけでございま

す。 

  そういう意味で、市におきましては、乳幼児

歯科健診、あるいは歯科衛生士によるブラッシ

ング指導、歯周疾患検診や8020運動、よい歯の

長寿表彰など、各年代に応じた歯科保健事業を

展開しております。こうしたことで、市民の皆

様の健康寿命の延伸を図って、生涯にわたり健

康で質の高い生活の確保に努めているところで

ございます。 

  古沢議員から御指摘の統計結果については、

平成26年度地域保健健康増進事業報告による１

歳６カ月児及び３歳児の状況でございます。新

しい統計では平成27年度の統計資料があります

ので、市の状況についてはそれに基づいて答弁

をしたいと思います。 

  27年度、１歳６カ月児においては、１人当た

りの虫歯本数は0.05本、県内35市町村で多いほ

うから８番目、虫歯の有病率は2.73％で高いほ

うから５番目という状況でございます。 

  ３歳児においては、１人当たりの虫歯本数は

0.78本で多いほうから11番目、虫歯の有病率は

22.7％で高いほうから11番目という状況でござ

います。 

  ３歳児における１人当たりの虫歯本数及び有

病率の県内順位は、前年度と比較をして改善は

しているものの、御指摘のとおり県平均をまだ

上回っている状況にあります。そういう状況で

ございます。 

○内藤 明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 山形県や寒河江市の乳幼児の虫

歯が多くなっている要因については、歯科医師

によると、よくわからないが３世代同居の影響

もあるのではないかなどとおっしゃる先生もい
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るようであります。寒河江市が虫歯の多い地域

になっている要因について、わかっていること

や推測できることがあれば教えていただきたい

と思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 お聞きをしますと、虫歯の原因

には大きく３つの要素があるというふうに言わ

れております。１つには、歯質、歯の質ですね。

２つには虫歯菌、そして３つ目は食べ物という

ことで、この３つの要素が重なり合って時間が

経過をしてしまうと虫歯になるとされておりま

す。 

  寒河江市の虫歯の要因をこの３つの要素への

対応から探ってみますと、まず１つには歯質、

歯の質の強化、さらには虫歯菌の抑制に効果が

あるとされるフッ素塗布があるわけであります

けれども、市では乳幼児集団健診時の塗布のほ

かに、市内の歯科医療機関で実施しているフッ

素無料塗布券を交付しているところでございま

すが、２歳６カ月児健診、歯科健診の受診率に

ついて、他の乳幼児集団健診の受診率に比べて

10％ぐらい低くなっているという状況でありま

す。さらにはその塗布券の利用率も低いという

状況があります。 

  次に、虫歯菌の感染予防について、本来子供

の口腔内には虫歯菌というのはないというふう

に言われておりますが、その後身近な家族を介

して感染して虫歯菌を保有してしまうというふ

うに言われております。そこで、市では妊婦歯

科健診や祖父母学級を開催して、その感染予防

を呼びかけているわけでありますけれども、そ

の対象となる参加者がまだまだ少ないというよ

うなところで、歯科衛生の知識がなかなか浸透

し切れていない状況があると感じております。 

  そして、３つ目、食事などの摂取についてで

ありますけれども、平成27年度の県内自治体の

歯科健康診査状況によりますと、３歳児におけ

る２回以上の間食の摂取率が県平均で64.58％、

寒河江市は75％と、県内市町村で高いほうから

４番目という結果になっております。間食につ

いては、１日３回の食事だけで十分な栄養素や

エネルギーを満たすことが難しいために時間を

決めて実施するということは必要とされている

ところでございますけれども、間食の摂取が虫

歯につながっているということも考えられ、摂

取後の口腔内のケアが重要になってきていると

いうところでございます。 

  以上、市のほうで考えている要因というふう

に分析をしているところでございます。 

○内藤 明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 ありがとうございます。やはり

よく分析をして、この１歳６カ月から３歳まで

の間に急に虫歯の人が伸びていってしまうとい

うことがわかっておりますので、何とかこの期

間を大事にしていきたいなという感じがいたし

ております。 

  最近の研究では、口の中の病気は死因と密接

にかかわっていることがわかっています。口の

中のケアをしっかり行うことは、多くの疾患を

予防できる可能性があります。 

  小さいときに歯の治療をして痛い思いをする

と、大人になっても治療を敬遠しがちになって

しまいます。虫歯の多い地域の汚名を返上する

施策が必要なのではないでしょうか。 

  そこで、子供の虫歯を減少させるための今後

の施策についてお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど分析した中でも申しあげ

ておりますが、改善しなきゃいかん項目、多々

あるというふうに理解しております。 

  虫歯の本数あるいは虫歯の有病率については、

改善の傾向はあるわけでありますけれども、先

ほども申しあげましたとおり、現在市が実施し

ている妊婦歯科健診あるいは祖父母学級、それ

からフッ素塗布無料券及び２歳６カ月児歯科健

診の利用率が低いというようなところでありま
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すので、利用される皆さんから御意見などを伺

って、より利用しやすいよう工夫していく、そ

して広報活動も十分行って利用率を高めていく

ということが一つあるかと思います。 

  それから、虫歯の要因の３要素、いかに克服

をして健全な歯の保持に努めていくのかという

ことが重要でありますので、先進的な事例など

も研究をしながら、そして市の歯科医師会の先

生方を初め、関係機関とも十分連携をしながら

効果的な対策を検討していく必要があると認識

しております。 

○内藤 明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 ありがとうございます。 

  次に、ロタウイルスの予防接種についてお伺

いいたします。 

  ロタウイルスは胃腸炎を起こすウイルスで、

感染すると約２日の潜伏期間を経て、主に乳幼

児に四、五日続く強い嘔吐、下痢症状をもたら

すとなっています。例年、２月から春先にかけ

て流行するとされています。 

  ５歳児未満の乳幼児の胃腸炎の原因ウイルス

として最も多いのはロタウイルスで、最も重症

になりやすいことで知られていて、約10％が重

症になるとされています。重症化は脱水による

ものが多く、激しい下痢が続き、しかもそこに

嘔吐が伴うことで小さい子供はあっという間に

脱水して、緊急入院を要する状態になってしま

うそうです。 

  また、ロタウイルスは下痢だけでなく、３人

に１人は39度以上の高熱を出します。脳炎を起

こして、けいれんや意識障害になることもあり、

麻痺が残る子供もいます。 

  ロタウイルスは極めて感染力が強いことでも

知られており、流行を完全に防ぐことは難しく、

５歳までに95％の子供が少なくとも１回は感染

すると聞いております。 

  ロタウイルスの予防接種は、副作用が最も少

ない時期の生後24週から32週までに終了する必

要があり、その後は受けることができません。

また、その効果は、アメリカでの研究では、ロ

タウイルス胃腸炎総数を68％から79％減らし、

重症例を90％から98％減らし、入院を96％減ら

すとされています。 

  さて、このような病気と予防接種ですが、寒

河江市での予防接種の受診率向上についてお伺

いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ロタウイルスワクチンの予防接

種でありますが、ワクチンは２種類あるという

ふうになっております。１価ワクチンと５価ワ

クチンという２種類があります。日本では平成

23年以降に使用された比較的新しいワクチンで

ございます。１価ワクチンについては２回、５

価ワクチンは３回、それぞれ経口投与するもの

で、どちらを選択するかというのは、ワクチン

接種を実施している医療機関で相談をしていた

だくということになっております。 

  ワクチン接種の接種率でございますけれども、

これはちょっと古いデータですが、全国的には

平成25年４月の時点で、全国平均で約45％、山

形県平均で約54％ということで、国立感染症研

究所のデータがあります。 

  寒河江市におけるワクチンの接種状況につい

ては、昨年度、平成28年度のワクチン接種、助

成、補助をしておりますので、助成の対象の接

種者については、１価ワクチンで延べ48人、５

価ワクチンで延べ575人となっております。２

回投与、３回投与となっておりますから延べに

なっておりますが、接種率については75.8％に

なってございます。 

  この予防接種については、御案内のとおり予

防接種法に基づかない任意予防接種でございま

す。原則、全額自費で受けていただくというこ

とでございますけれども、寒河江市としては安

心して子供を産み育てられる環境づくりを推進

するとともに、重症化予防に効果が期待される
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という観点から、１価ワクチンは１回当たり

6,000円を２回まで、５価ワクチンは１回当た

り4,000円を３回までということで、どちらを

接種しても１万2,000円の助成を行っていると

ころでございます。こういった状況から、任意

予防接種ではありますけれども、比較的高い接

種率になっているのではないかと認識しており

ます。 

○内藤 明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 寒河江市においては半額の補助

を既に行っているということでありますが、収

入が少なく、何かと出費の多い子育て中の若い

夫婦にとっては、少しでも負担の軽減が望まれ、

全額を公費負担の対象にしてはどうかと思いま

すが、市長の見解をお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 古沢議員から御指摘のとおり、

この予防接種に市が助成をしている割合は総額

の約２分の１ということでございます。県内で

このロタウイルスワクチン予防接種の公費助成

をしているのは、寒河江市を含めて３市２町で

ございます。助成額については、１万2,000円

から１万9,500円までの範囲というふうに聞い

ているところでございます。 

  このロタウイルスと同様に予防接種法の対象

とならない任意予防接種の公費助成については、

寒河江市におきましては、季節性インフルエン

ザ、それからおたふく風邪についても一部助成

を実施しているところでございます。 

  このロタウイルスワクチン予防接種の助成額

のさらなる増額という御要望でありますけれど

も、先ほど申しあげましたとおり子育て支援の

拡充、充実というものを念頭に置きながら、ま

た先ほど申しました他の予防接種の公費助成な

ども配慮しながら、さらに国や他の自治体の動

向などを踏まえて、これから十分検討していき

たいと考えているところでございます。 

○内藤 明議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 ありがとうございます。子育て

のイメージアップにもつながりますので、今後

とも公費助成に期待したいと思います。 

  では、以上をもちまして、私の一般質問を終

了したいと思います。ありがとうございました。 

 

   散    会    午後４時１８分 

 

○内藤 明議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了しました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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